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 総  論 

 

 

１．地域医療再生計画（三次医療圏）の期間 

 

  平成 23年 11月 4日から平成 25年度末までの期間を対象として定める。 

 

２．対象とする地域の範囲 

 

  地域医療再生計画においては、大阪府域（三次医療圏）を対象とする。 

 

３．概況 

 

  ○ 大阪府は、面積 1,898km2、人口約 886万人であり、全国で２番目に狭く、人口

は３番目に多い地域で、広域的な都市交通網も高度に発達しているという特性を

有している。 

    このような地域特性を踏まえ、高度・特殊な医療需要に対応し、より広域的な

医療サービスを提供するため、大阪府域全域を三次医療圏として定めている。 

 

  ○ 大阪府域には、高度専門的な特定領域の医療サービスを提供する役割を担う特定

機能病院が７病院あり、また、総合病院や専門病院も数多く集積している。 

    医療機関数は、これら高度専門医療機関等を含め、病院 540、診療所 8,238で、一

般病床 65,413床を有している。（平成 22年医療施設調査） 

 

○ 私的病院が地域医療・政策医療の推進に大きな役割を果たしていることも特徴で

ある。 

    

４．これまでの取り組み 

 

  ○ 平成 20年 3月に策定した「大阪府保健医療計画」に基づき、豊能、三島、北河内、

中河内、南河内、堺市、泉州、大阪市の８つの二次医療圏を設定し、救急医療に

おける搬送受入体制の整備や、がん対策における拠点病院の連携協力体制の整備な

どを中心に、医療法に定める４疾病４事業（へき地医療を除く）について、地域の

実情に応じた、効果的な医療提供体制の構築を進めてきた。 
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  ○ 特に、救急医療体制等の充実やがん対策の充実などについては、平成 21年度から、

重点的に推進する課題として掲げ、年度ごとに目標を示しつつ取り組みを進めてき

た。 

 

  ○ しかし、救急医療、周産期医療や、医師の地域・診療科別偏在による地域医療提

供体制への影響など、二次医療圏単位では解決が困難な、大阪府域全域（三次医療

圏単位）で取り組むべき医療提供体制の課題が残されている。 

 

５．本計画における取り組み 

 

  ○ 本計画においては、大阪府域全域（三次医療圏単位）で取り組むべき医療提供体制の

課題のうち、とりわけ優先度の高い７項目を抽出し、大都市圏ならではの豊富な医療資

源を活用し、連携体制の強化による、解決に向けた取り組みを進めていく。 

 

  ○ 平成 25年度までの間、本計画に基づく取り組みを推進することにより、救急医療、周

産期医療等の各分野において、高度専門病院をはじめとした地域の医療機関の医療機能、

医療連携の強化を図り、大阪府域全域（三次医療圏単位）における医療提供体制の充実

強化を目指す。 
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大阪府域（三次医療圏） 
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豊能二次医療圏 

三島二次医療圏 

北河内二次医療圏 

中河内二次医療圏 

南河内二次医療圏 

堺市二次医療圏 

泉州二次医療圏 

大阪市二次医療圏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※人口は平成 22年国勢調査速報値（総務省） 

 面積は平成 22年度全国都道府県市区町村別面積調 

 （国土地理院） 

 

医療圏名 人口(人) 面積(km2) 

大阪府域（三次医療圏） 8,862,896 1,898.47 

 豊能二次医療圏 

三島二次医療圏 

北河内二次医療圏 

中河内二次医療圏 

南河内二次医療圏 

堺市二次医療圏 

泉州二次医療圏 

大阪市二次医療圏 

1,012,509 

   744,873 

1,185,637 

   853,124 

   635,748 

   842,134 

   922,500 

2,666,371 

   275.47 

   213.49 

   177.38 

   128.91 

   289.93 

   149.99 

   440.83 

   222.47 
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第１章 救急医療 
～二次医療圏単位では対応が困難な救急医療体制の確保～ 

 

【救急医療体制の現状】 

  ○ 大阪府は地理的に狭隘で交通事情に恵まれ、現在 14の三次救急医療機関を含

む 272の救急告示医療機関があり比較的医療資源が充実している。しかし一方、

人口約 886万人を擁する大都市圏であり、年間救急搬送人員が 41万人を超える

膨大な救急医療需要があるため、救急医療体制の維持・確保は相当厳しい状況

にある。 

 

  ○ 平成 22 年 12 月には、改正消防法に基づく「大阪府傷病者の搬送及び受入れ

の実施基準（以下「実施基準」という。）」の策定・運用を開始し、地域の医療

資源の実情に応じて、緊急度・重症度の高い病態の救急患者を迅速かつ確実に

適切な医療機関へ搬送できる体制の確保に努めている。 

 

  《これまでの主な取組み》 

  ○ 成人の身体的な疾患に関しては、特に体制の脆弱な泉州地域など大阪府南部

地域において、消防法改正に先行して、診療機能別に受入れ可否を明確にした

医療機関リストの使用や受入れ先を確保するための緩やかな当番制、さらには

運用実態の検証など、新たな体制の整備を進めてきた。 

 

  ○ また、小児に関しては、小児科医や小児救急協力医療機関の減少（表１）及

び疲弊が進む中、体制の崩壊を防ぐため、集約化・広域化により軽症患者に対

応する初期救急医療体制（休日夜間急病診療）の充実を図った。 

 

  （表１）医療施設従事医師数，診療科名複数回答のうち小児科と回答したものの数 

年 H14 H16 H18 H20 

人数 2,487 2,411 2,316 2,182 

    ※平成 20年医師・歯科医師・薬剤師調査（平成 20年 12月 31日現在） 

 

  ○ さらに、周産期医療に関しては、昭和 52年頃から医療機関の自主的なネット

ワークの取組みによりハイリスク分娩等を対象とした診療相互援助システム

（NMCS・OGCS）が構築されてきたが、母体搬送コーディネーターの配置による

体制強化に加え、従来の周産期医療体制では対応が困難であった、最重症の合
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併症を発症した妊産婦に対して、恒常的に高度な周産期医療と救命救急医療を

同時に提供できる医療機関を複数確保して受入れ体制を整えるとともに、未受

診妊婦を含む産婦人科系疾患の救急搬送患者を受け入れる体制をブロック別当

番制で確保した。 

 

○ 災害医療に関しては、災害拠点病院における設備整備や災害派遣医療チーム

（ＤＭＡＴ）の養成などを行ってきたが、大規模災害時に必要となる広域医療

搬送体制については、府内３か所の広域搬送拠点（大阪国際空港、関西国際空

港、八尾空港）に臨時医療施設（ＳＣＵ）を設置することとしていることから、

平成 23年度に、八尾空港に隣接する大阪府中部広域防災拠点内に、全国で初め

てＳＣＵ活動に必要な資機材等を常備した施設（大阪府広域医療搬送拠点「八

尾ＳＣＵ」）を整備した。 

 

  ○ 広域災害・救急医療情報システムにおいては、医療機関から提供される空床

や診療可否等の情報の精度向上や消防機関が搬送先確保に難渋する緊急性のあ

る患者の一斉受け入れ要請を発信する新たな機能の追加など、その充実にも努

めるとともに、救急搬送患者に占める軽症患者の割合が全国平均に比べて高い

ことから、より適切な救急車・救急医療の利用を促すための啓発も積極的に行

ってきた。 

 

  ○ しかしながら、本府救急医療体制の現状は極めて厳しく、依然として複数の

深刻な課題が存在し、全国的にも今後さらなる救急需要の増大が見込まれる中、

早急に対策を講じていく必要がある。 

 

 (1) 大阪府域の救急医療体制 

   ・救急告示医療機関数（H23.8. 31時点）  

     全告示機関    ２７２ 

      うち二次機関  ２６２ 

      うち三次機関   １４（うち４機関は二次・三次機関） 

   ・救急告示医療機関数（二次・三次）は、10年前より 30機関減少したものの 

近年は横ばいの状況。 

 

 (2) 府内救急搬送の特徴 

  ①搬送人員が多い（H21年 416,606人） 

  ②搬送件数に占める軽症者の割合が高い（60％超） 

   ③重症患者の搬送先選定までの照会４回以上の件数割合（ H22:8.8％＝
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1,000/11,342）が全国（3.8％）より高い。 

  ④重症患者の搬送に係る現場滞在時間 30 分以上の件数割合（H22:5.2％＝

588/11,342）が全国（4.8％）より高い。 

 

【救急医療体制確保の課題】 

 

 

 

 

 

 

(1)  精神疾患・身体疾患合併症救急患者等の搬送先確保困難患者の迅速かつ円滑

な搬送と受入れ 

  ○ 精神疾患の既往がある身体的異常や過量服薬を主訴とする救急患者の搬送先

確保に難渋しており、これらの救急患者に相当数含まれる緊急度、重症度の高

い患者の救命や予後に影響を与えることが懸念される。 

  

  ○ これらの患者を受入れる医療機関では、異なる領域への対応が必要とされ人

的負担等が大きいため、リスクの増大や疲弊が加速しており、救急医療体制全

体に影響を与えている。 

 

  ○ 精神疾患の急性増悪への対応を目的とし、精神科医療機関の入院患者が合併

症を発症した場合の転院への対応のみを想定している従来の「精神科救急医療

体制」や、圧倒的大多数の救急告示医療機関が精神科を有していない現在の救

急医療体制では対応が困難である。 

 

(2) 救急医療機関の応需能力の確保 

  ○ 飲酒や背景のある救急患者の搬送先確保に難渋している。これら救急患者の

受入れに伴う負担やリスクへの懸念が疲弊を加速し、救急医療への協力を辞退

する要因ともなっており、救急医療体制全体に影響を与えている。 

 

  ○ 救命救急センター及び高次の急性期医療を提供する二次救急医療機関が救急

搬送患者の受入れができない主な理由の一つが満床である。救急搬送患者の増

加も予測される中、患者の早期転退院による空床の確保が非常に重要である。

脊椎脊髄損傷等の救急搬送患者については、受入れ機能を有する医療機関が限

られ、急性期治療後の転退院が困難なため入院が長期化する傾向にある。 

◆精神疾患・身体疾患合併症救急患者等の搬送困難患者への対応が不十分。 

◆救急医療機関の応需能力の不足。 

◆外傷救急患者の迅速・円滑な受入体制が不十分。 

◆救急活動現場において医療機関受入情報が有効に活用できていない。 

◆災害時における広域医療搬送体制が不十分。 
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    また、高齢の救急搬送患者が増加する傾向にあり、救命救急センター及び高

次の急性期医療を提供する二次救急医療機関での入院の長期化が、新たな救急

搬送患者のための空床確保を困難にしていることが懸念される。（図１） 

 

（図１） 長期入院患者の転院支援体制 

 

○ 小児救急の分野においては、固定通年制で対応できる医療機関の減少に伴い、

一部の医療機関に患者が集中し、これらの小児救急医療機関に負担がかかる傾

向にあり、府域全体の小児救急医療の安定的、継続的な体制維持が必要である。 

 

 (3) 災害も見すえた救急医療機能の強化 

  ①外傷救急患者の迅速かつ円滑な搬送と受入れ 

  ○ 府内救急搬送患者約 41 万 6 千人の約 30%、約 12 万 4 千人にのぼる外傷救急

患者を適切なトリアージにより緊急度、重症度に応じて適切な医療機関へ集約

或いは分散して迅速に搬送しなければならない。このためには、二次救急医療

機関等の外傷診療機能の向上を図るとともに、地域において救命救急センター

等とネットワークを形成し迅速な高次転送を前提とした厚みのある受入れ体制

の整備が必要であるが、現時点では十分でない。 

 

  ○ また、膨大な外傷患者が発生する可能性の高い災害時に備え、多数の二次救

急医療機関（或いは医師）等が外傷患者に対して一定レベル以上の診断や処置

ができるよう診療機能の維持、向上を図る必要がある。 

 

  ②搬送と受入れに関するＰＤＣＡ 

  ○ 本府広域災害・救急医療情報システムは平成 21年に携帯電話による利用が可

能となるように改良したが、救急活動現場での医療機関情報の閲覧、活用は依
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然として不便である。 

  ○ 搬送側の病院前救護患者情報は救急活動記録票に詳細なデータがあるが、標

準化、電子化が不十分なため有効に活用できない。また、搬送連絡回数、受入

れ困難理由等の搬送実態に関するデータについても同様である。 

 

  ○ 受入れ側の病院内の患者情報は、個々の医療機関内でのみ収集、使用が可能

であり、現状では公共的に収集する仕組みも手段もない。 

 

  ○ 「実施基準」を有効に運用していくためには、広域災害・救急医療情報シス

テムにおける情報精度の向上及び充実を図るとともに、搬送側の病院前の患者

情報と受入れ側の病院内の患者情報のデータを双方の理解を得て、可能な限り

現場に負担のかからない方法で収集、突合し、分析、検証する仕組みづくりが

課題である。 

 

  ③適切な救急医療の利用の働きかけ 

  ○ 高齢化の進展に伴い、救急搬送件数が急増することが予測されており、今後

更に需要と供給のアンバランスが拡大することが危惧される。 

 

  ○ 脳卒中や急性心筋梗塞など、速やかに適切な医療を受けることにより、救命

率向上や予後改善が期待される病態、疾患については、救急医療を適切に利用

してもらうことが重要である。 

 

  ○ 一方で、かかりつけ医を持つことや通常の時間内診療を受けることで、本来

利用する必要がない不要不急の安直な救急医療の利用は差し控えられることが

望ましい。 

 

  ④災害時における医療体制の充実強化   

○ 大規模災害時における広域医療搬送体制については、ＳＣＵの展開・運用に

必要な資機材等の整備が十分でない。 

〇 また、東日本大大震災の発生を受け、国における「災害医療等のあり方検討

会」報告書や国通知「災害時における医療体制の充実について」を踏まえ、災

害拠点病院の機能強化が必要である。 
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【救急医療体制確保についての目標】 

 

 

 (1) 重症者の救急搬送における救急車の現場滞在時間の短縮 

    重症者、産科・周産期傷病者のそれぞれにつき、平成 25年度の現場滞在時間

30分以上要した件数を平成 22年度件数の 75％に減少させる。 

 

 (2) 救急搬送人員に占める軽症患者数減 

    平成 25年度搬送実績中の軽症者数を全国平均並みの 55.6％にする。 

 

【具体的な施策】 

 (1) 精神疾患・身体疾患合併症等救急患者の受入れ体制の整備 

  『精神科救急・身体救急連携強化ネットワーク事業』 

    精神科の診療を提供できる医療機関と身体疾患への診療を提供できる医療機

関の機能連携・病病連携により、地域において、複数の医療機関があたかも一

つの医療機関（総合病院）のように機能するネットワークを形成し、精神疾患・

身体疾患の各々の緊急度と重症度に応じた受入れ及び転院体制を整備する。（国

庫補助事業「精神科救急医療体制整備事業（身体合併症救急医療確保事    

業）」を活用） 

   ・身体合併症対応施設、地域搬送受入対応施設等の確保 

   ・相互コンサルテーションシステム 

   ・戻しあり早期相互転院システム 

   ・平成 23年度事業着手 

   ・総事業費 5,384千円 

        （うち基金負担 2,692千円、国庫補助負担 2,692千円） 

   ・対象（補助）：受入れに協力する救急告示医療機関 

   ・内容（補助）：体制確保のための運営費補助等 

 

(2) 救急医療機関の応需能力の確保 

  ①『中核的二次救急医療機関応需能力強化支援事業』 

    救急現場において、相当数にのぼる、病態が特定できない、また必ずしも差

し迫った状態にないように観察される患者や、飲酒や背景のある救急患者等に

も総合的に対応し、これらの中から緊急度・重症度の高い患者を的確に選び出

し、適切な処置につなげるため、救急医療体制において基幹的な受入れ機能を

担う中核的な二次救急医療機関の応需能力の強化を支援する。 

 

●救急医療体制の充実確保を図り、下記の数値指標を達成する。 

・救急搬送における救急車の現場滞在時間を短縮する。 

・救急搬送人員に占める軽症患者の割合を減少させる。 
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   ・平成 23年度事業着手 

   ・総事業費 980,222千円 

（うち基金負担 490,111千円、事業者負担 490,111千円） 

   ・補助率１/２ 

   ・対象（補助）：中核的二次救急医療機関 

   ・内容（補助）：医療機能強化のための新規・更新機器整備補助 

 

  ②『救急搬送患者の早期転退院支援事業』 

(a)≪転退院調整・在宅医療円滑化ネットワーク構築≫ 

    救命救急センター及び高次の急性期医療機能を提供する二次救急医療機関の

空床を確保するため、関係機関の協力を得て、これらの医療機関と亜急性期、

回復期、慢性期、療養期の各々の医療機能を有する医療機関や在宅医療との相

互連携と情報の共有化により、救急搬送で受入れた患者の早期かつ円滑な転退

院を促進する仕組みを整備する。 

 また併せて、脊椎脊髄損傷・頚椎頚髄損傷患者に対して、迅速かつ適切な診

療・処置・リハビリテーション等の医療を提供する仕組みを整える。 

   ・関係者による協議会を設置し、府域全域のネットワークを形成 

   ・患者状態や医療機能等の情報の共有や提供の仕組みづくり 

   ・再度の急変時への対応など継続的なサポートや相互連携の仕組みづくり 

   ・脊椎脊髄損傷患者対応医療機能の連携の強化 

 

  (b)≪医療機関の転院及び受入れ在宅医療の促進支援≫  

    急性期医療を提供する救命救急センターや二次救急医療機関以外の医療機関

が、積極的に救急搬送患者の早期転院や慢性期急変の救急搬送患者の直送を受

入れられるよう、機能の向上支援やサポート体制を整える。 

   ・積極的に早期の転院を受入れる医療機関の機能向上の支援等 

 

   ・平成 23年度事業着手 

   ・総事業費 72,521千円（うち基金負担 72,521千円） 

・転退院調整・在宅医療円滑化ネットワーク構築 

  ・内容：協議会運営等経費 

・医療機関の転院及び受入れ在宅医療の促進支援 

  ・対象（補助）：転院受入協力医療機関 

      ・内容（補助）：空床確保等協力費 
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  ③『府内小児科救急告示医療機関が行う医療機器整備事業』 

    診療機能強化のためには、不足する小児科医の確保、必要な医療機器の整備 

の両面から取り組むことが必要であるが、すでに、国庫補助事業（小児広域医

療連携促進事業及び小児救急医療支援事業）により、運営面での支援策を実施

していることから、本事業においては、医療機器整備に関する支援を行う。 

    

・平成 23年度事業着手 

   ・総事業費 118,508千円 

（うち基金負担 59,254千円、事業者負担 59,254千円） 

・補助率１/２ 

   ・対象（補助）：府内小児科救急告示医療機関 

   ・内容（補助）：医療機能強化のための新規・更新機器整備補助 

 

 (3) 災害も見すえた救急医療機能の強化 

  ①『外傷診療機能強化事業』  

 災害時も視野に、二次救急医療機関等の外傷診療機能の向上、強化を図り、

地域において救命救急センター等と一つのネットワークを形成して、トラウ

マ・バイパス（※）の徹底と症例に応じた直近医療機関における迅速な処置及

び高次転送を前提とした外傷患者受入れ体制を整備する。 

 

・平成 23年度事業着手 

   ・総事業費 35,000千円（うち基金負担 35,000千円） 

   ・内容 ：外傷診療機能強化研修実施経費 

 

  ②『救急医療情報システム充実事業』 

「実施基準」を有効に運用していくために必要な広域災害・救急医療情報シス

テムにおける情報精度の向上及び充実を図るとともに、搬送側の病院前の患者

情報と受入れ側の病院内の患者情報のデータを双方の理解を得て、可能な限り

現場に負担のかからない方法で収集、突合し、分析、検証する仕組みを整備す

る。併せて、東日本大震災の教訓を踏まえて広域災害時の医療情報システム機

能を強化する。 

    ・広域災害、救急医療情報システムの改修 

    ・患者情報のデータ収集、マッチング、分析の仕組みづくり 

（※）トラウマ・バイパス…多発外傷(トラウマ)の場合、直近の医療機関ではなく、適切な処置が

できる高次医療機関に搬送すること。 
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・スマートフォンを活用した救急活動支援システムの府域全域展開 

 

・平成 23年度事業着手 

・総事業費 127,359千円（うち基金負担 127,359千円） 

         

  ③『災害時医療体制充実強化事業』 

広域医療搬送体制に必要な資機材等を確保するとともに、災害拠点病院の機

能強化のための施設・設備等の整備を支援することにより、災害時医療体制の

充実強化を図る。 

 

・平成 25年度事業着手   

   ・総事業費 253,037千円（うち基金負担 253,037千円） 

・補助率 10／10（一部府が購入） 

・内容：府及び災害拠点病院における資機材等の整備  

 

 

 

 （4）適切な救急医療の利用に向けた啓発   

  『救急医療の利用のあり方啓発事業』 

    関係団体や医療機関等と協力しながら、府域全域において、「救急医療情報セ

ンター事業」、「救急安心センター事業」、「小児救急電話相談」などの利用を浸

透させ、救急医療を適切に利用してもらうことが重要であること、必要な時に

は迷うことなく救急医療を利用することも大切であることを啓発する。 

   

   ・平成 23年度事業着手 

   ・総事業費 15,368千円（うち基金負担 15,368千円） 

   ・内容 ：啓発資材作成及び啓発事業実施経費等 

 

 

【計画終了後に実施する事業】 

本計画で実施する事業内容については、本府の救急・災害医療体制のさらなる充実

に不可欠なものであることから、計画終了後も救急・災害医療施策全体の中でその取

組みを継続していく。 
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第２章 周産期医療≪１≫ 

～周産期医療体制の整備～ 

 

【出生、出産等に関する現状】 

  ○ 平成 21 年人口動態統計による大阪府の出生数は、75,250 人であり、前年を

2,150 人下回っている。また、出生率は、8.7（人口千対）で、全国平均 8.5 を

上回っている。（表１） 

 

（表１）出生数等の経年変化     単位：出生数（人）、出生率（人口千対）、対数（％） 

  年 平成 17年 平成 18年 平成 19年 平成 20年 平成 21年 

出 生 数 76,111 77,641 76,914 77,400 75,250 

出生率（府） 8.8 9.0 8.9 9.0 8.7 

出生率（全国） 8.4 8.7 8.6 8.7 8.5 

対数（対平成 17年） 100 102.0 101.0 101.6 98.9 

 

  ○ ハイリスク妊娠・分娩やハイリスク新生児の指標の一部となる低出生体重児や

多胎分娩の出生率（出生数や出産数に対する低出生体重児や多胎分娩件数の割

合）は、直近の 5年間はほぼ同値で推移している。（表２） 

 

（表２）低出生体重児（2,500ｇ未満児）出生数等の経年変化 

年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 

低出生体重児出生数 7,539 7,533 7,492 7,519 7,281 

低出生体重児出生率（府） 9.9 9.7 9.7 9.7 9.7 

低出生体重児出生率（全国） 9.5 9.6 9.6 9.6 9.6 

 

  ○ 乳児死亡率及び妊産婦死亡率は、（表３）、（表４）のとおりである。 

 

（表３）平成 21年の死亡率の大阪府と全国の比較 

 大阪府の数値 全国の数値 

乳児死亡率（出生千対） 2.8 2.4 

新生児死亡率（出生千対） 1.1 1.2 

 

（表４）大阪府内における妊産婦死亡率 平成 20年、平成 21年比較 

 平成 20年 平成 21年 

妊産婦死亡率（出産 10万対） 2.5 3.9 
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(1)【周産期医療施設及び緊急医療体制の現状】 

  ○ 母体・胎児や新生児の急変時に備えた周産期緊急医療体制は、総合・地域周産

期母子医療センターを含む NMCS（新生児診療相互援助システム）の 28病院及び

OGCS（産婦人科診療相互援助システム）の 36病院によって構成されている。（平

成 23年 4月現在） 

 

  ○ 府域におけるハイリスク妊産婦受入体制については、重症患者の受入れ先とし

て、６ヶ所の総合周産期母子医療センター、ミドルリスク程度の患者の受入れ先

として、18 ヶ所の地域周産期母子医療センターや周産期緊急医療体制に参加し

ている医療機関（NMCS４病院、OGCS15 病院、周産期母子医療センターを除く）

が整備され、役割分担がなされている。 

 

○ 府内における分娩対応可能な医療機関数は、平成17年度には、病院が78・診療

所が95であったが、平成22年4月現在では、病院が73（▲５）・診療所が81（▲14）

であり、 合計19ヶ所減少している。その主な原因は、医師の不足や医師の高齢

化であると考えられる。（表５） 

 

（表５）大阪府内における病院・診療所別分娩取扱い医療機関数の経年変化（平成 22年 4月 1日現在） 

 病 院 診療所 合 計 

平成 17年度 78 95 173 

平成 22年 4月 73 81 154 

減少数 ▲5 ▲14 ▲19 

 

   

(2)【産婦人科救急搬送体制の現状】 

○ 平成 19 年８月に奈良県から搬送された、かかりつけ医のない妊婦が救急搬送

中に死産となった事案をはじめ、近年、分娩取扱施設の減少や未受診妊産婦の問

題により、従来問題視されてこなかった「かかりつけ医に搬送できない妊産婦等」

の救急搬送が困難となっている。 

 

○ また、府内の産婦人科を協力科目とする救急告示医療機関は 11 医療機関（平

成 22年 12月現在）であるが、これらのうち、夜間、休日などにおいても対応可

能な人員体制を確保し、常時救急搬送患者を受け入れることができる医療機関は、

実質 3か所程度である。 
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○ そのため、平成 21 年 7 月から、従来の救急告示医療機関とは別に、府域を 3

地域に分け、各地域 1か所の当番病院が産婦人科の救急搬送患者を夜間休日に限

り受け入れる制度を設けており、11の救急告示医療機関と別の 11ケ所（重複医

療機関もあり）の医療機関の協力を得て受入体制の確保に努めているところであ

る。 

 

 

(3)【母体救命救急体制の現状】 

○ 平成 20 年度に東京都で脳出血により死亡に至った妊婦の搬送事案が発生し、

国において、重篤な状態にある妊産婦を速やかに適切な医療機関へ搬送するため、

周産期と救命救急医療の連携について専門委員による検討がなされ、同年度末に

報告書がとりまとめられた。 

 

○ 一方、大阪府では、周産期医療と救急医療の関係者における研究、検討が進め

られ、府内における重症管理が必要となる患者の発生予測件数は、年間 300人（約

250分娩に１件の割合）であり、そのうち母体に対する救命救急医療の提供が必

要となるのは年間 45例程度と推計されている。 

 

○ これらの検討結果に基づき、平成 22 年８月から、最重症合併症妊産婦に対し

て、周産期医療と救命救急医療を同時に提供できる９ケ所の医療機関を確保して

受入れ体制を整えた。 

 

 

(4)【周産期医療を支える医師の勤務環境等の現状】 

○ 平成 22 年度に、周産期医療機関における医療資源等実態調査を実施して、産

婦人科や新生児医療を扱う小児科医師の当直勤務明けの実態を調査したところ、

産婦人科医に関しては、翌日半日休暇は 11 ヶ所、一日休暇は４ヶ所、また、小

児科（新生児科）に関しては、翌日半日休暇が８ヶ所、一日休暇が４ヶ所となっ

ており、半数以上の医療機関で当直翌日の勤務軽減の配慮がなされていないこと

が判明している。 

 

○ 産婦人科医において、当直勤務を実施していると回答した 59 医療機関中、1

人当直は 47 ヶ所、２人以上は 12 ヶ所、また、小児科においては、32 医療機関

中、一人当直は 27ヶ所、２人以上は５ヶ所となっている。（表６）（表７） 
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（表６）病院の産婦人科医師の夜間の勤務（当直）体制（平成 22年 4月 1日現在） 

 

（表７）病院の新生児担当医師の夜間の勤務（当直）体制（平成 22年 4月 1日現在） 

 

 

○ また、平成 23 年１月現在、大阪府における周産期専門医は、新生児専門医が

23 人、母体・胎児専門医が５人であり、従事者数に対する専門医取得者数は、

全国と比較すると少ない状況にある。 

 

【周産期医療体制整備の課題】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) ローリスクからハイリスクまで、リスクに応じた役割分担と連携強化 

○ 分娩対応可能な医療機関が減少する状況が続けば、ハイリスク分娩を扱うべき

周産期母子医療センター等で通常分娩を相当数受け入れざるを得ず、現状の緊急

医療体制を維持できなくなる恐れがある。 

 

○ 平成 21年度における府域の分娩実施医療機関は 154か所であるが、そのうち、

周産期母子医療センターは 23ヶ所であり全体の約 15%を占めている。 

周産期母子医療センターにおけるハイリスク分娩の取扱実績は、2,500ｇ未満

の低出生体重児の分娩のうち約 56％（とりわけ 1,000ｇ未満は約 92％、1,000ｇ

 当直体制を行う施設 交代制を行う施設 
その他 

施設数 1人体制 複数 施設数 2交代制 3交代制 

府内計 59 47 12 2 2 0 8 

 当直体制を行う施設 交代制を行う施設 
その他 

施設数 1名体制 複数 施設数 2交代制 3交代制 

府内計 32 27 5 0 0 0 26 

◆分娩取扱医療機関、産婦人科救急告示医療機関の減少により、周産期緊

急医療体制に参画している医療機関に負担が集中し、体制が維持できな

い恐れがある。 

◆最重症合併症妊産婦に対応するため、医療機関の医療機能連携強化によ

る受け入れ体制の確保が必要。 

◆医師の勤務環境の改善等による体制の維持・強化が求められる。 
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～1,500ｇ未満は約 91％）、37週未満の早産は約 65％、多胎妊娠は約 78％となっ

ており、周産期母子医療センターに負担が集中している現状がある。 

  

○ 周産期医療機能の維持のためには、リスクに応じた役割分担による連携体制を

確立することが必要である。 

そのために先ず、緊急医療体制に参画している個々の医療機関の医療機能を充

実させることが求められる。 

 

○ 平成８年に開始された国の周産期医療対策事業による医療体制の整備から 15

年が経過しており、ハイリスク分娩を担当する周産期医療機関の多くで 10 年を

超えて機器を使用している場合が多い。（表８） 

    また、ハイリスク新生児の治療は、医療機器の機能により治療可能となる範囲

が大幅に変わるため、医療機器の更新、充実により医療機能の充実を図り、それ

ぞれの医療機関の診療機能を拡充することが求められる。 

 

（表８） 周産期母子医療センターにおける医療機器更新状況  （平成 22年 10月現在） 

新生児医療機器の更新状況 保有台数 

うち耐用年数を超えるもの 

（通常 6年） 
うち使用開始から 

10年を超えるもの 

台 数 割 合（％） 台 数 割 合（％） 

新生児用呼吸循環監視装置 ２２０ １６４ ７５ ６３ ２９ 

新生児用人工換気装置 １３１ １１８ ９０ ４７ ３６ 

超音波診断装置（カラードップラー付き）  １８  １３ ７２   ４ ２２ 

保育器 ２５４ １７４ ６９ ９６ ３８ 

インファントウオーマー  ４６  ４０ ８７ ２９ ６３ 

新生児用蘇生台  １０   ９  ９０   ９ ９０ 

搬送用保育器  ２２   ２０ ９１ １２ ５５ 

光線治療器  ９９  ９３ ９４ ５４ ５５ 

 

 

産科医療機器の更新状況 保有台数 
うち耐用年数を超えるもの 

（通常 6年） 
うち使用開始から 

10年を超えるもの 

台 数 割 合（％） 台 数 割 合（％） 

分娩監視装置 １３３ １０７ ８０ ４４ ３３ 

呼吸循環監視装置  ５５ ５５ 100  ７ １３ 

超音波診断装置（カラードップラー付き）  ２６  １１ ４２  ２  ８ 

 

 

 (2)かかりつけ医に搬送できない妊産婦等の受入れ体制の強化 

○ 緊急の分娩や帝王切開などにも対応できる医療機関が輪番制により対応して

いるところであるが、当番病院が患者を受け入れした場合、一般救急外来の来診

察室には、産婦人科患者向けの医療機器を整備していない場合が多く、患者を機
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器のある病棟まで移動させたり、検査のための機器を病棟や産科外来から救急外

来に移動するための時間を要することなど患者対応に時間がかかり、産婦人科救

急搬送の受け入れに支障が生じている。 

 

 (3) 母体救命体制の充実に向けた周産期医療と救命救急医療の連携の強化 

○ 府では最重症合併妊産婦の受入体制を整備してきたが、母体救命事案の発生が

頻繁でないがゆえに、搬送・受入れルールの徹底と、母体救命事案に対応が可能

な医療機関における産婦人科と救命救急センターの一層の連携の強化が必要で

ある。 

 

 (4) 産婦人科・小児科医師のスキルアップや勤務環境改善等による連携体制の強化 

○ 府域全域を視野に入れた周産期医療体制を維持するために、医療従事者の維

持・確保が非常に大きな課題となっており、周産期医療機関における医師のスキ

ルアップへの支援や勤務環境を改善することが必要である。 

 

○ ほとんどの周産期医療機関において、夜間の勤務は当直体制により行われてい

るが、当直勤務の翌日に勤務の負担軽減が行わなければ、36 時間の連続勤務が

実態として行われることとなり、この勤務の負担が周産期医療の医師が不足する

要因のひとつとなっている。 

 

○ 一部の医療機関において、当直勤務翌日の勤務の負担軽減を行っている。しか

し、実態として事実上負担軽減が行われていないという声もあることから、これ

らの負担軽減策を新たに、確実に実施することにより、府内の周産期医療に従事

する医師の負担軽減し、離職等を防ぐ必要がある。 

 

○ 高度な医学知識と技能を有する周産期専門医制度は、平成 16 年４月１日に創

設され、平成 19年に新生児専門医、平成 21年度に母体・胎児専門医が誕生した。

しかし、専門医資格の取得のためには、学会が定めた基幹研修施設において６か

月間以上の研修が必要である。 

 そのため、地域周産期母子医療センター等に勤務する医師は、長期にわたり他

の医療機関で研修の必要があることから専門医資格の取得が進まないと考えら

れる。 
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【周産期医療体制整備の目標】    

 

 

 

 

 

 (1) 周産期母子医療センターにおける受入可能な在胎週数及び推定体重の向上 

○ 周産期医療における患者の受入可否は、切迫早産などハイリスク妊産婦の受入

及び低出生体重児の受入体制によって決するところであり。平成 22年度に本府

が実施した周産期医療資源実態調査による周産期医療機関の分類による対応可

能な分娩の平均値は(表９)のとおりである。 

 

  （表９） 府内医療機関における対応可能な分娩の平均値  （平成 22年度実態調査） 

 妊娠週数（週） 推定体重（ｇ） 

総合周産期母子医療センター平均 23.0 460 

地域周産期母子医療センター平均 25.7 730 

一般病院平均（周産期センター除く） 34.1 1,950 

診療所平均 35.5 2,190 

 

  ○ そのため、本計画による事業を実施することで、周産期医療機関における受け

入れ体制を整備することにより、受入機能を向上させる。 

具体的な目標設定は以下の通りとする。 

    

・周産期緊急医療体制に参画している医療機関における受け入れ可能な妊娠週数

と推定体重を２％削減。 

  ・平成 25年度数値は、21年度実績値の 94％とする。 

 

  (2) 産科・周産期患者の救急搬送における救急車の現場滞在時間の短縮 

  ○ ハイリスク妊産婦に対応する周産期緊急医療体制を担う医療機関の更なる体

制強化。 

○ かかりつけ医に搬送できない妊産婦を受入れる産婦人科救急搬送体制の当番

病院の機能充実。 

○ 最重症合併症妊産婦受入体制における救命救急医療との連携強化。 

 

●周産期医療機関の診療能力の向上を図ることにより、周産期母子医療セ

ンターに集中する負担を分散させる体制を構築する。 

●産婦人科救急患者の受入体制の強化により、現場滞在時間の短縮を図る。 
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○ 以上の取り組み救急搬送における受入れの迅速化・円滑化を図ることにより現

場滞在時間の短縮を図る。 

具体的な、目標設定は以下の通りとする。  

 

・産科・周産期傷病者の現場滞在時間 30分以上要した件数を対前年比 10％削減。 

・平成 25年数値は、平成 22年実績値の 75％とする。 

 

【具体的な施策】 

 

 (1) 『周産期医療緊急医療体制活動強化事業』 

 周産期母子医療センターに指定・認定されているＮＭＣＳやＯＧＣＳ参画病院

に対し、機器の整備を行うことにより、新たな治療法の導入等が可能となり、受

け入れ可能な対象疾患や受入患者数の拡大を図ることが出来る場合、また医療従

事者等の確保が可能となる場合に補助を行い、受入体制の強化を図る。 

 また、周産期母子医療センターに指定等されていないＮＭＣＳやＯＧＣＳ参画

病院に対し、個々の医療機能を強化することにより、周産期緊急医療体制全体の

機能強化を図る。 

 

  ①総合・地域周産期母子医療センターにおける患者受入体制の整備に対し補助 

   ・総合周産期母子医療センター（６病院） 

   ・地域周産期母子医療センター（18病院） 

  ②NMCS・OGCS 参画病院のうち周産期母子医療センターではない病院（婦人科のみ

の病院は除く）における患者受入体制の整備に対して補助 

 

   ・平成 23年度事業着手 

   ・総事業費 327,348千円 

（うち基金負担 163,674千円、事業者負担 163,674千円） 

   ・補助率１/２ 

 

 (2) 『地域の中核病院による産婦人科救急搬送体制確保事業』 

 産婦人科救急搬送体制確保事業に協力している医療機関（11 病院）に対し、

患者の診察に要する時間の短縮等に必要となる検査機器整備に必要な補助を実

施することにより、受入医療機関の負担軽減を行い、未受診妊産婦等かかりつけ

医のいない産婦人科救急搬送受入能力の維持・充実を図る。 

 

   ・平成 24年度事業着手 
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   ・総事業費 74,352千円 

（うち基金負担 37,176千円、事業者負担 37,176千円） 

   ・補助率１/２ 

 

 (3) 『母体救命機能強化事業』 

     最重症合併症妊産婦受入医療機関（９病院）における救命救急センターでの

妊産婦受入のため、手術台での下肢固定具（レビテーター）や通常整備していな

い分娩監視装置などの機器整備など、産婦人科医師が救命救急センター内で治療

を行うための連携体制の増強の方策に対して補助を実施する。 

 

   ・平成 24年度事業着手 

   ・総事業費 58,526千円 

（うち基金負担 29,263千円、事業者負担 29,263千円） 

   ・補助率１/２ 

 

 (4) 『周産期医療従事者体制強化事業』 

    周産期医療機関における産婦人科及び小児科医師（周産期医療に従事する医師

に限る）の安定的確保を目的として、長時間勤務の負担軽減による離職防止や専

門医の取得による診療機能の向上のため、以下の措置を行う医療機関に対して支

援を実施する。 

 

  ①当直勤務の翌日等に医師の負担軽減を確実に実施する医療機関。 

   

②基幹研修施設として周産期専門医の受験資格を満たすために地域の医療機関か

らの依頼に基づき６か月以上の研修生を受け入れる医療機関。 

 

   ・平成 24年度事業着手 

   ・総事業費 2,450千円（うち基金負担 2,450千円） 

 

【計画終了後に実施する事業】 

 

   ・なし
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周産期医療 《２》 

～ＮＩＣＵ等長期入院児の在宅医療を支える地域医療体制の整備～ 

 

【ＮＩＣＵ等長期入院児と在宅医療支援の現状】 

  ○ 大阪府域では、平成 22年 4月 1日現在、25病院に 234床のＮＩＣＵを有して

いる。 

これらの病院のＮＩＣＵ等における６か月以上の長期入院児は減少傾向にある

ものの、平成 22年 2月 1日時点においても 67名存在している。一方、平成 21年

１月から 12月までの１年間に退院した長期入院児は 87名にのぼっている。（表１） 

これら長期入院児が多く存在する病院をみると、大阪府立母子保健総合医療セ

ンターなど、特定の高度専門病院に集中する傾向が顕著となっている。 

 

   （表１）ＮＩＣＵ等における６か月以上入院児と退院数（人） 

平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 退院数(※) 

115 89 67 87 

※平成 21年１月１日から平成 21年 12月 31日の間に退院した児 

 

  ○ 大阪府の 14保健所における、平成 21年度の在宅高度医療児への援助数は、実

人数で 450名にのぼり、周産期・新生児医療や在宅医療技術の進歩に伴い、５年

前と比較して約２倍に増加している。なかでも在宅人工呼吸療法を必要とする超

重症児への援助数は、４倍以上の増加となっている。（表２） 

 

   （表２）保健所による在宅高度医療児への援助数 

年 度 16 17 18 19 20 21 

援助数（人） 220 290 331 363 413 450 

 在宅人工呼吸療法 17 26 28 52 58 74 

 

 

  ○ 在宅医療に不可欠な存在である訪問看護事業者について、平成 23 年１月に大

阪府訪問看護ステーション協議会会員 387 事業所を対象に行った調査結果(有効

回答数 228 事業所)では、小児の中でも特に乳児への対応が可能な訪問看護ステ

ーションの割合は 33事業所であり全体の 14％にとどまっている。（表３） 
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   （表３）小児の年齢別受入可能状況（387事業所に照会し、228事業所から回答を回収） 

年齢区分 0～1 1～6 6～12 12～15 15～18 

受入可能 33 41 45 52 55 

状況により受入可能 53 60 68 64 75 

受入困難 130 119 111 106 91 

未回答 12 8 4 6 7 

    ※回答数に占める「乳児対応が可能な事業者」の割合：33／228≒14％ 

 

  ○ 大阪府が平成 21 年度に実施した在宅高度医療児の保護者への調査結果では、

風邪や予防接種などの日常的な医療については、地域医療機関での受診を望む声

が多かったが、実際に受診可能な地域医療機関は、一部地域の特定の小児科・内

科診療所や病院に限られており、多くの児は、軽微な症状であっても高度専門病

院での受診を余儀なくされている状況である。 

 

【ＮＩＣＵ等長期入院児と在宅医療支援の課題】 

 

 

 

 

 

○ 高度専門病院のＮＩＣＵ等において、恒常的に 70 名程度の長期入院児が存在

することは、母体救急搬送受入れ体制の維持に支障をきたす恐れがあるだけでな

く、家族の児に対する愛着形成を困難にし、クオリティ・オブ・ライフの向上と

自立の機会を阻害することが懸念される。 

 

  ○ 現状では訪問看護をはじめ様々な福祉制度など、退院後に活用できる社会資源

についての情報が十分ないまま退院に至るケースが多いなど、病院内における退

院後の在宅療養生活に向けた準備への支援体制が不十分である。 

    また、在宅移行後の生活を支えるために不可欠な地域関係機関（保健・医療・

福祉・教育など）は多岐にわたるが、相互の連携体制は整備されておらず、小児

（特に乳幼児）の受け入れ可能な地域医療機関や訪問看護ステーションも不足し

ている。 

 

  ○ 在宅高度医療児が増加している状況の中、児と家族が長期にわたり、安心して

地域で生活していける環境を早急に整備する必要がある。 

    そのためには、日常的な医療について診療可能な地域病院や診療所を確保する

ことが必要不可欠であり、高度専門病院と地域病院・診療所が相互の信頼関係の

◆ＮＩＣＵ等に高度医療が必要な長期入院児が恒常的に存在し、救急搬送 

受入の維持や母子愛着形成に支障をきたす恐れ。 

◆長期入院児の在宅移行支援や退院後の地域療養生活支援体制が不十分。 
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もと、適切な役割分担を行いながら、地域医療連携体制を構築することが求めら

れている。 

 

 

【ＮＩＣＵ等長期入院児と在宅医療支援の目標】 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 長期入院児と家族が、在宅医療生活にできる限り円滑に移行できるようにする

ため、大阪府立母子保健総合医療センターをはじめ、長期入院児が多く存在する

特定の高度専門病院において退院支援を専門的に実施する体制を構築する。 

    退院支援にあたっては、地域における関係機関のコーディネーターの役割を担

う保健所や、訪問看護ステーションとの連携により、「小児在宅医療移行地域連

携パス（仮称）」の開発、運用を行い、退院前から地域関係機関が関われるよう

システムを構築する。 

 

  ○ 在宅移行後については、「小児在宅医療維持期地域連携パス（仮称）」の開発を

行い、大阪府立母子保健総合医療センターをはじめとする高度専門病院と、地域

の医療機関との病病連携、病診連携を推進するとともに、保健所がコーディネー

ターとなり、地域における医療、福祉、教育など、様々な関係機関とのネットワ

ークを構築し、児の成長に応じ、必要となる関係機関が支援できるよう体制整備

を行う。 

 

  ○ また、小児の在宅医療支援に不可欠な訪問看護ステーションについて、小児（特

に乳児）に対応可能な事業者の割合を、現在の 14％から 20％以上に増加させる

とともに、大阪府の保健所管内において、在宅高度医療児の日常的な医療に対応

可能な地域病院や診療所を一定数確保する。 

 

 

 

 

 

●高度専門病院において、長期入院児の退院支援を実施する体制を構築。 

●在宅移行後の生活に関し、地域の関係機関が必要な支援を行えるシステム

を構築。 

●訪問看護ステーション事業者について小児在宅医療支援に対応可能な割

合を 14％から 20％に増加させる。 
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【具体的な施策】 

 (1) 『地域における小児在宅医療支援ネットワーク構築事業』 

    保健所がコーディネーターとなって、在宅移行後の地域生活を支援するため多

様な関係機関（地域病院、診療所、訪問看護ステーション、市町村福祉担当、教

育機関等）とのネットワークを構築する。 

 

   ・平成 23年度事業着手 

   ・総事業費 9,797千円（うち基金負担 9,797千円） 

   ・内容：会議、研修開催等 

    

 (2) 『訪問看護ステーションにおける小児看護推進事業』 

    大阪府訪問看護ステーション協議会が中心となって、病院との連携による小児

看護技術習得のための研修や、小児看護に精通する訪問看護ステーションを中心

に経験のない訪問看護ステーションによるフィールド研修等を実施する。 

 

   ・平成 23年度事業着手 

   ・総事業費 10,250千円（うち基金負担 10,250千円） 

   ・内容：研修開催等 

     

 (3) 『高度専門病院における小児在宅移行支援体制整備事業』 

    大阪府立母子保健総合医療センターをはじめとする高度専門病院に､長期入院

児の退院に向けた支援を専門に行うコーディネーター等を配置し、児と家族が円

滑に在宅移行できるよう、保健所をはじめ、地域の病院、診療所、訪問看護ステ

ーションなどの関係機関と密接な連携を図る。また、このうち大阪府立母子保健

総合医療センターを中核機関と位置付け、定期的な会議の場を設けるなどにより

５病院の連携を図る。 

    さらに、保健所や地域の病院、診療所、訪問看護ステーションなど関係機関と

の役割分担や連携体制を明確にするため、地域連携パスの開発・活用を推進する

とともに、「大阪小児在宅医療推進会議（仮称）」を設置するなど、計画の推進体

制を整備する。 

 

   ・平成 24年度事業着手 

   ・総事業費 145,428千円（うち基金負担 145,428千円） 

   ・内容：コーディネーター配置等 
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 (4) 『高度専門病院における療養環境整備事業』 

    長期入院児が在宅療養生活へ円滑に移行できるよう、家族と児が共に生活しな

がら、医療的ケアの知識や技術を習得するために適した環境（ファミリールーム）

を高度専門病院に整備する。また、小児がんなど長期入院を余儀なくされる児と

家族のための療養環境を整備するため、大阪府立母子保健総合医療センターに、

ファミリーハウス（家族の滞在施設）を整備する。 

 

   ・平成 23年度事業着手 

   ・総事業費  350,000千円（うち基金負担 350,000千円） 

   ・内容（補助）：施設整備 

・補助率  10/10 

    府内のモデルケースとなるべき事業であり、診療報酬につながる施設、設備、 

機器の整備ではないため、全額基金負担とする。 

 

【計画終了後に実施する事業】 

 

 『高度専門病院における療養環境整備事業』 

     ファミリーハウスについては、大阪府立母子保健総合医療センターが、運営及

び維持管理を行う。 
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第３章 がん対策 

～検診から早期診断・早期治療につながる医療提供体制の構築～ 

 

【府内におけるがん患者の現状】 

 ○ 大阪府では、平成 21年の悪性新生物 75歳未満年齢調整死亡率（人口 10万対）

が 93.8人と、全国平均の 84.4人と比べて約 10ポイント高く、この原因の一つに

は市町村がん検診事業の対象となっている５がん（肺・胃・大腸・乳・子宮）の検

診受診率が著しく低いことがある。（表 1） 

 

（表１）悪性新生物 75歳未満年齢調整死亡率の状況（人口１０万対） 

区  分 平成 17年 平成 18年 平成 19年 平成 20年 平成 21年 

全国平均 

大阪府 

（全国での順位） 

92.4人 

101.8人 

(45位) 

90.0人 

98.9人 

(45位) 

88.5人 

97.3人 

(44位) 

87.2人 

95.9人 

(44位) 

84.4人 

93.8人 

(46位) 

資料：独立行政法人国立がん研究センターがん対策情報センター 

 

○ このような状況から、市町村がん検診について、平成２３年度から、北欧等で検

診受診率の向上及び死亡率低下に著しい効果をあげている「組織型検診」の導入を

推進し、検診対象者を正しく把握した台帳に基づく受診勧奨を実施するとともに、

科学的に証明されている検診手法の徹底と受診体制の確保を図っている。 

 

○ また、がん医療については、府民が質の高いがん医療を受けることのできる医療

機関を選択できるよう、診療等に関する要件を充足した病院を、がん診療拠点病院

として指定・公表している。 

現在、府が推薦し国が指定する「がん診療連携拠点病院」（１４病院）と、府が

独自に指定する「大阪府がん診療拠点病院」（４３病院）あわせて５７の拠点病院

が指定されている。これら拠点病院が中心となり、検診から治療までのがん医療提

供体制の強化・充実を図っている。 

 

 ○ 府内のがんの罹患率等の推移を部位別にみると、乳がんについては、５年相対生

存率が、罹患年平成１４年－１５年で前立腺がんに追い抜かれ（図１）、罹患率及

び年齢調整死亡率も上昇している（図２）。 

 

 ○ 乳がんは、早期に発見すれば治癒率が高いがんであるにもかわらず、大阪府の乳

がんの検診受診率は全国ワースト３位（参考１）という低率である。 
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（図１）大阪府の５年相対生存率の年次推移（遡及例含まず） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

（図２） 大阪府のがん罹患率・年齢調整死亡率（人口１０万対）の状況 

（グラフ上段：罹患率、グラフ下段：年齢調整死亡率） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

            

資料 図１・図２ 大阪府立成人病センターがん予防情報センター 

 

（参考１）平成 19年国民生活基礎調査による都道府県別がん検診受診率 

大阪府の検診受診率の状況（全国順位） 

【胃がん】  ４７位  【肺がん】 ４６位  【乳がん】４５位  

【大腸がん】 ４３位  【子宮がん】４３位 

資料：独立行政法人国立がん研究センターがん対策情報センター 
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【がん検診及び医療提供体制の課題】 

 

 

 

 

 

 

○ 大阪府の平成 19 年度乳がん検診の実施状況をみると、検診受診者の５人に１人

が国の定める「健康診査管理指導等事業実施のための指針」における「視触診とマ

ンモグラフィの併用による検診」を受けていない状況である（参考２） 

 

（参考２）大阪府の平成１９年度乳がん検診実施状況 

 受診件数：125,639件  

うち、マンモグラフィを実施していない：25,949件（20.7%） 

     

 ○ 科学的に証明されている適切な手法による一次検診の結果、精密検査が必要となっ

た場合、確実にがん診療拠点病院へ紹介される、医療提供体制の整備が必要である。 

 

【がん検診及び医療提供体制強化の目標】 

 

 

 

 

 

 ○ 市町村がん検診について、検診対象者を正しく把握し受診勧奨を行う組織型検診

体制を推進していくためには、検診の受け皿となる受診体制を確保する必要がある。 

 とりわけ乳がんについては、早期発見すれば治癒率が高いにもかかわらず、年齢

調整死亡率が上昇していることから、検診受託医療機関数を増加させるとともに、

検診実施機関における検診機能及び検診精度の向上を図る。 

 

 ○ 国の実施する乳がん検診無料クーポン事業の効果的な推進により、乳がん検診受

診率について、50％の達成を目指す。  

 

 ○ 市町村がん検診事業への協力支援をがん診療拠点病院の機能として位置づけ、 

二次医療圏内において、がん診療拠点病院が中心的役割を担い、検診から早期診

断・早期治療につながる地域医療連携体制を構築する。 

●乳がん検診の精度管理向上および組織型検診体制を推進し、乳がん検診

受診率について、がん対策推進計画の目標値である 50％を目指す。 

●検診から早期診断・早期治療につながる地域医療連携体制を構築。 

◆早期に発見すれば治癒率の高い乳がんについて、国指針に基づく「視触診

とマンモグラフィの併用による検診」の実施率が低い。 

◆組織型検診の推進に向け、がん診療拠点病院を中心とした早期検診・早期

治療に結びつく医療提供体制の整備が不十分。 
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【具体的な施策】 

 (1) 『乳がん検診基盤整備事業』 

    マンモグラフィ設置医療機関に対し、マンモグラフィ機器更新に要する費用の

一部を補助し、乳がん検診基盤を整備する。 

   ・平成 24年度事業着手 

   ・総事業費 417,106千円 

（うち基金負担 208,553千円、事業者負担 208,553千円） 

   ・補助率１／２ 

   ・対象（補助）：現在、マンモグラフィを用いた診療業務を行っている医療機関

（約１８０機関：がん診療拠点病院除く）のうち、一定の要件

を満たすもの 

          （要件） 

           ・市町村がん検診事業の受託 

           ・がん診療拠点病院が実施する読影研修会等への参加 

   ・内容（補助）：医療機能強化のための機器更新整備補助 

 

 (2) 『地域医療連携強化事業』 

    がん診療拠点病院に対し、がん検査機器（マンモグラフィ及びマンモトーム等

精密検査機器）更新等に要する費用の一部の補助を行う。 

   ・平成 24年度事業着手 

   ・総事業費 491,270千円 

（うち基金負担 245,635千円、事業者負担 245,635千円） 

   ・補助率１／２ 

   ・対象（補助）：がん診療拠点病院（５４機関：府立成人病Ｃ及び大学病院除く）

のうち一定の要件を満たす医療機関 

          （要件）  

・市町村がん検診事業の協力支援 

           ・地域のがん検診実施医療機関との医療連携や検診精度向上を

目的とした読影研修会や連絡協議会の実施 

  ・内容（補助）：医療機能強化のための機器整備補助 

 

【計画終了後に実施する事業】 

 ○ 本計画の事業は、平成 25年度で終了する。 

   なお、がん診療拠点病院を中心とした地域の組織型検診体制の充実については、

がん診療拠点病院の機能の一つとして位置付け、人材育成等推進していく。  
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第４章 感染症対策《１》 

～感染症の拡大防止対策の強化、徹底～ 

 

【感染症の拡大防止対策の現状】 

 (1) 感染症指定医療機関の現状 

  ○ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10年法律第

114号。以下「感染症法」という。）第 38条に基づく第１種及び第２種感染症

指定医療機関については、当該医療機関の同意を前提に、都道府県知事が厚生

労働大臣の定める基準に適合する医療機関の中から指定するとされている。 

 

  ○ 感染症指定医療機関の配置基準は、「平成 11年３月 19日健医発第 457号厚

生省保健医療局長通知」により第１種感染症指定医療機関については都道府県

ごとに１か所・２床、第２種感染症指定医療機関については２次医療圏ごとに

１か所、かつ、人口に応じた病床数がそれぞれ示されている。 

   （以下「平成 11年３月 19日健医発第 457号厚生省保健医療局長通知」より一 

部抜粋） 

１ 指定基準の第３中「第１種病室又は第２種病室の病床数が適当と認めら

れる場合」とは、次の（１）及び（２）の基準（以下「配置基準」という。）

のとおりであること。 

（１）第１種感染症指定医療機関 

   都道府県の区域ごとに１か所 ２床 

（２）第２種感染症指定医療機関 

   ２次医療圏ごとに１か所。その人口に応じ次の病床数とする。 

３０万人未満         ４床 

３０万人以上１００万人未満  ６床 

１００万人以上２００万人未満 ８床 

２００万人以上３００万人未満 10床 

３００万人以上        12床 

（３）大都市部等で配置基準によりがたい事由がある場合は、あらかじめ厚

生省と調整をすること。 

２ 第１種感染症指定医療機関について、指定基準を満たす医療機関がない

こと等やむを得ない事由により、法施行時に指定できない場合には、関係

各方面と協議を行い、可及的速やかに指定予定の医療機関を確定し、当該

医療機関の施設の改修等所要の措置を進めること。 
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   ○ 府域における配置病床数は、（表１）のとおり、第１種、第２種感染症指

定医療機関に加え、国が指定する特定感染症指定医療機関を設置しており、国

の示す配置基準を満たしている。 

 

（表１）大阪府内の感染症指定医療機関の病床数（平成 23年４月１日現在） 

病院名 
病床数 

医療圏 
特定 第 1種 第 2種 

市立豊中病院 
  

14床 
豊能 

三島 

市立枚方市民病院 
  

８床 北河内 

大阪市立総合医療センター 
 

１床 32床 
大阪市 

中河内 

市立堺病院 
 

１床 12床 
堺市 

南河内 

りんくう総合医療センター ２床 ２床 ６床 泉州 

計 ２床 ４床 72床  

   

 (2) 感染症指定医療機関の施設基準と感染症病床の現状 

  ○ 感染症指定医療機関の施設基準については、平成 16年３月３日付け厚生労働

省結核感染症課長通知の別添「感染症指定医療機関の施設基準の手引き」に示

されており、主な基準は(表２)のとおりである。 

 

  （表２）感染症指定医療機関の施設基準 

 第１種感染症指定医療機関 第２種感染症指定医療機関 
対象とす
る感染症 

接触感染・飛沫感染に加え空気感
染をも考慮 

接触感染・飛沫感染に対応 

病室 

個室 
前室あり 
病室内にシャワー・トイレ設置 
床面積 15㎡以上 

「原則として」個室 
前室なし 
病室内にシャワー・トイレ設置 
面積規定なし 
（15㎡以上が望ましい） 

陰圧化 陰圧制御が可能 規定なし 

 

  ○ 第２種感染症指定医療機関が主に担当する二類感染症（※）は、平成 18年及

び平成 20年の感染症法改正による類型見直しにより、細菌性赤痢、チフス等の

腸管系感染症（主に接触感染）が三類感染症に変更され、一方、飛沫感染、空

気感染への対応も必要な鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）やＳＡＲＳが二類感染

症に位置づけられた。 

（※）二類感染症…鳥インフルエンザ、ＳＡＲＳ、ジフテリア等、感染力の強さや罹患時の重篤性

等を総合的にみた場合、危険性が高い感染症。 

ペストやエボラ出血熱等（一類感染症）に次ぐもの。 
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  ○ 大阪府内の第２種感染症指定医療機関は、すべて平成 16年の施設基準並びに

平成 18年の感染症の類型見直しの以前に設置されたものであり、接触感染のみ

ならず、飛沫感染さらには空気感染に対応できる施設設備が十分ではなく、陰

圧化は全 72床のうち 49床、個室は全 72床のうち 14床（残りは相部屋）とい

う状況である。 

 

 (3) 新型インフルエンザ入院協力医療機関の施設・設備の現状 

  ○ 感染症指定医療機関とは別に、新型インフルエンザの入院協力医療機関につ

いては、国の補助事業を活用しながら平成 20年度から人工呼吸器、個人防護具

（平成 22年度から簡易陰圧装置を追加）の整備を図ってきた。 

 

  ○ 特に、新型インフルエンザが発生した平成 21年度には国庫補助事業に加え、

府単独事業として入院協力医療機関が行う陰圧病床、人工呼吸器、ポータブル

エックス線装置の整備に係る費用を補助するとともに、協力医療機関の登録制

度を導入することにより医療体制の確保、充実に努め、流行の初期段階におい

て入院患者を受け入れることが可能な体制を整備した。 

 

 ○ 整備の概要とこれまでの補助医療機関数については（表３）のとおりである。 

 

   （表３）入院協力医療機関への整備事業の実績（平成 23年４月１日現在） 

年度 
補助医療機関数 

（国庫補助活用） 

内訳 

人工呼吸器 個人防護具 陰圧病床 

H20 ８ ６ ７  

H21 １９ １５ １５  

H22 ３９ ２６ １７ ２３ 

年度 
補助医療機関数 

（府単独事業） 

内訳 

人工呼吸器 陰 圧 病 床  ポータブルエックス線装置  

H21 ７３ ５６ １３５ ３ 

（※補助実績は延べ数。陰圧病床は整備病床数、陰圧病床以外は補助医療機関数）   

 

(4) 感染症発生動向等情報の関係機関への提供体制の現状 

○ 大阪府では健康危機管理対応の一環として、府内感染症の発生動向等情報の

集約及び関係機関（医師会、定点協力医療機関等）への提供に関し、大阪府感

染症情報センター（府立公衆衛生研究所内）が感染症発生動向の状況把握に努
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め、平素から週報等として随時情報提供を行っている。 

〇 当該体制は、感染力や罹患した場合の重篤性の高い、対応に迅急性を要する

感染症や未知の感染症（所謂新興再興感染症）が発生するといった有事の際に

も、府内の関係機関と情報を共有し、各機関が強力に連携をとりながら即座に

対応・情報発信をするべく整備強化を図っているところである。これらの情報

の管理及び必要な情報の抽出・編集については、迅速かつ正確な機能を有する

システムの存在が不可欠である。 

○ また、新型インフルエンザ等対策特別措置法では、都道府県が対策の主体とな

っており、域内の発生動向を迅速に集約し、情報発信や必要な対策を講じる必

要がある。 

 

【感染症の拡大防止対策の課題】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 現在の感染症指定医療機関の施設（病床）においては、陰圧化がなされてい

ない相部屋であるなど、大規模な改修を行わなければ空気感染への対応が必要

な感染症患者の受け入れが困難である。 

 

  ○ 今後発生が懸念される鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）は、二類感染症に指定

されており、人が罹患した場合の危険性が高い感染症であるため、現在の新型

インフルエンザ入院協力医療機関の人工呼吸器、個人防護具、簡易陰圧装置の

整備だけでは不十分であり、新たな感染症に対する十分な知識と医療技術を持

つ医師等の配置及び養成が急務である。 

 

  ○ また、感染症指定医療機関については病床整備と維持だけでなく、病床整備

後感染症患者受け入れに対応できる人員の確保、院内感染防止対策の徹底など、

解決すべき課題が多く、医療機関主体では整備が進まない。 

 

◆平成 18 年の類型見直し後の感染症法で定められた感染症に対して、現

行の各病院の施設では十分な対応がとれない。 

◆指定医療機関の設備が老朽化しており、空気感染予防策が必要な感染症

への対応ができない。 

◆現在の新型インフルエンザ入院協力医療機関への整備内容では強毒性

の新型インフルエンザに対応できない。 

◆現在の感染症発生動向調査解析システムは、今後起こり得る新興再興感

染症や新設の中核市の情報分析等に対応できない。 
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○ さらに、現行の感染症発生動向調査解析システムでは、今後起こり得る新興

再興感染症や新設中核市の情報解析等に対応できないため、域内で行うべき必

要な対策が遅れ、感染拡大により医療体制に支障をきたすおそれがある。 

 

【目標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 上記の課題を解決するため府立の病院に飛沫感染・空気感染に対応できるモ

デル病床を整備する。 

他の感染症指定医療機関については、順次感染症対策に適した施設整備を計

画的かつ効率的に行っていく。 

 

  ○ 既存の感染症指定医療機関については建て替えの際に、感染症指定病床の整

備に対する補助を行うことにより、感染症病床の個室化、陰圧化等適切な病床

を整備促進することで、空気感染予防策が必要な感染症に対する医療体制を強

化する。 

 

  ○ また、感染症指定医療機関をはじめ地域の医療機関等の医師、看護師等の

スキルアップのための研修・講演会や感染症の発生を想定した患者搬送訓練

を実施するなど、ソフト面も含め感染症対策について、感染症指定医療機関

との連携体制の構築を図る。 

 

○  なお、感染症病床の充実に加え、今後、新興再興感染症の発生や中核市

が新設された場合にも迅速かつ詳細な流行状況を情報分析（又は把握）す

る感染症発生動向調査解析システムを再構築し、関係機関等への迅速な情

報提供をすることにより、感染拡大を最小限に抑える。 

 

 

●感染症対策に適した入院病床を大阪府みずからが新たに整備すること

により、空気感染予防が必要な感染症への府域全域における医療体制の

強化を図る。 

●感染症指定病床を有する医療機関への病床整備等の支援を行うことに

より、当該医療機関における感染症にかかる医療機能強化を図る。 

●新興再興感染症や新設の中核市にも対応できる感染症発生動向調査解

析システムを再構築し、迅速な関係機関等への情報提供を行い、必要な

対策を講じることにより感染拡大防止の強化を図る。 
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【具体的な施策】 

 (1) 『府立の病院における感染症病床の新設事業』 

    鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）をはじめとする呼吸器系の感染症に対応可能

な入院病床の新設 

   ・呼吸器疾患について高度・専門的な特定の医療機能を提供する機関である大

阪府立呼吸器・アレルギー医療センターにおいて設置された、府域全域の感

染症対策の先導的役割を担う「感染症センター機能」の拡充・強化の１つと

して入院病床を新規設置する。 

＜事業の内訳＞ 

病床の陰圧化、メディカルコンソールの設置、個室トイレの整備等 

 

   ・平成 24年度事業着手 

   ・総事業費 60,996千円 

（うち基金負担 53,555千円、国庫補助負担 15,496千円） 

   ・内容：病床施設整備 

 

 (2) 『感染症指定医療機関における感染症病床機能充実事業』 

   感染症指定医療機関の建て替えにあたって、現行施設整備基準を満たし、より

機能的に充実した施設設備の整備を図る。また、感染症指定医療機関の老朽化が

進んでいる病床周辺設備について、感染力の強いウイルスに対しても対応できる

よう、より機能的な設備の整備・拡充を図る。 

 

○市立枚方市民病院  

 現状 建て替え後 

病 床 数 
第１種  — 

第２種  ８床 

第１種  — 

第２種  ８床 

病 室 の 状 況 個室８床 個室８床 

陰 圧 病 床 なし ８床 

    

・平成 23年度事業着手 

・総事業費 18,804千円 

（うち基金負担 9,402千円、国庫補助負担 9,402千円） 

・内容：病床施設整備 
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  ○市立堺病院  

 現状 建て替え後 

病 床 数 
第１種１床、 

第２種１２床 

第１種１床、 

第２種６床 

病室の状況（第２種） １室２床（相部屋）６室 個室６床 

陰 圧 病 床（第２種） なし ６床 

※第１種病床は陰圧化された個室１床 

 

   ・平成 24年度事業着手 

・総事業費 21,154千円 

（うち基金負担 10,577千円、国庫補助負担 10,577千円） 

・内容：病床施設整備 

 

○りんくう総合医療センター 

 

・平成 26年度事業着手 

・総事業費 19,000千円※ 

（うち基金負担 19,000千円） 

・内容：病床にかかる設備整備 

感染症指定病床等の整備については、コスト面・採算面から医療機関主体に

よる整備が進まないため、危機管理の観点からも政策的に実施すべきもので

あり、全額基金負担とする。 

 

※今後の運用益により発生する見込みの基金余剰額を財源として活用する。 

なお、財源とすべき基金余剰額が不足し、上記の基金負担額に満たないこと

となった場合は、事業者負担により事業を実施する。 

 

(3) 『感染症発生動向調査解析システム再構築事業』 

  新興再興感染症の発生や中核市が新設された場合にも対応できる感染症発

生動向調査解析システムを再構築し、関係機関等への迅速な情報提供や必要な

対策を行うことにより、感染拡大を最小限に抑える。 

  システム構築時に機能追加や解析方法などの変更等が府職員でも簡易にで

きる拡張性、汎用性の高いものとすることにより、今後ニーズに応じて、各ブ

ロック別や年齢、性別等の属性別、その他の医学的な情報を踏まえた情報解析

を正確に迅速に行うことができる。2002 年の SARS、2009 年の新型インフルエ

ンザにおける対応の経験からも、平時から感染症危機管理事例発生時に備えて
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置くことが、地域での医療体制強化の一環として必要である。このような疫学

的な情報が迅速に還元できるシステムを構築することで、将来の医療体制の強

化などにつなげていく。 

 

・平成 25年度事業着手 

・総事業費 2,069千円 

（うち基金負担 2,069千円） 

・内容：システム構築（委託により実施） 

 

【計画終了後に実施する事業】 

・なし 
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感染症対策《２》 

～ＨＩＶ・エイズの正しい知識の普及啓発及びまん延防止～ 

 
【府域におけるＨＩＶ感染症対策についての現状】 

   

○ これまで大阪府はエイズに関する正しい知識の普及啓発に取り組みつつ、相談

指導・検査体制の充実や医療提供体制の整備を図るなど、総合的なエイズ対策を

推進してきたところである。 

  

○ しかし、府域におけるＨＩＶ感染者・エイズ患者報告数は年々増加傾向にあり、

東京に次いで全国第２位である。（表１）（表２） 

 

  （表１）府域におけるＨＩＶ感染者・エイズ患者報告数の推移  （近 5年：暦年） 

報告数 平成 18年 平成 19年 平成 20年 平成 21年 平成22年※ 

HIV感染者 128人 147人 187人 171人 19８人 

エイズ患者 24人 41人 51人 62人 68人 

   ※平成 22年は速報値 

 

  （表２）平成 21年における上位５都府県（東京都に次いで全国第２位） 

報告数 東京都 大阪府 神奈川県 愛知県 福岡県 

HIV感染者 374人 171人 57人 54人 38人 

 東京都 大阪府 愛知県 神奈川県 福岡県・千葉県 

エイズ患者 96人 62人 32人 24人 19人 

 

  ○ 府域におけるＨＩＶ検査件数は平成 20年度の 22,930件をピークに、平成 21年度

は 15,988件、平成 22年度は 14,904件と低迷している。（表３） 

 
  （表３）府域におけるHIV検査件数の推移              （近５年） 

 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成 22年度 

検査件数 14,119件 16,754件 22,930件 15,988件 14,904件 
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【府域におけるＨＩＶ感染症対策の課題】 

 
 
 

 

○ 府域のＨＩＶ検査施設としては、利便性の高い『ｃｈｏｔＣＡＳＴなんば』    

や地域社会に密着した保健所があり、検査体制が整っているにもかかわらず、Ｈ

ＩＶ検査件数が減少傾向にある。 

 

  ○ 減少傾向にある要因としては、ＨＩＶやエイズに関する予防意識や関心が低く

なってきていることが推定される。 

 

○ なお、エイズに関する専門医師が不足し、一部の病院に患者等が集中している

ことも解決すべき課題である。 

   

【府域におけるＨＩＶ感染症に対する目標】 

 

 

 

 

 

   

 

 

○ 専門医師の確保等は短期間では実現できないため、ＨＩＶ感染防止によるエイ

ズ患者数の抑制という観点に立ち、感染予防のための啓発や受検喚起を強力に推

進し、中長期的な視点でＨＩＶ感染者数・エイズ患者数を減少させることで、Ｈ

ＩＶのまん延を防止する。 

 

  ○ 府域におけるＨＩＶの感染状況をより正確に分析把握するために、受検者に対

しては、適宜意識調査（アンケート）などを実施し、その結果をＨＩＶ検査件数

を増やすための効果的な啓発に繋げる。 

 

  ○ 新規ＨＩＶ感染者を早期発見することにより、個人においてはエイズの発症を

未然に防ぐことで通常の社会経済活動の継続を可能とし、社会においてはＨＩＶ

感染拡大の防止や抗ＨＩＶ治療等の医療費抑制に繋げる。 

◆府域におけるＨＩＶ感染者・エイズ患者報告数は全国第２位であり、年々

増加傾向にあるにもかかわらず、ＨＩＶ検査件数は減少傾向にある。 

●ＨＩＶ・エイズの正しい知識の普及啓発を図ることにより、中長期的に

ＨＩＶ感染者数・エイズ患者数を減少させ、まん延を防止する。 

●効果的な啓発を図るため府域のＨＩＶ感染状況の把握に努め、ＨＩＶ検

査件数については、平成２５年度までに過去５年間においての従来のピ

ーク件数である平成２０年度と次点数の平成１９年度の２か年の平均値

（約２０,０００件）を上回る件数をめざす。 
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【具体的な施策】 

(1) 『ＨＩＶ・エイズの正しい知識の普及啓発及びまん延防止対策事業』 

① 個別施策層への普及啓発 

大阪府においてはこれまで広く府民に対して啓発を行うことが中心であり、

厚生労働省が定義する「個別施策層（青少年、同性愛者、外国人、性風俗産業

の従事者及び利用者）」に対する支援が十分ではなかった。 

今後は「個別施策層」に該当する 

・性に関する意思決定や行動選択に係る能力の形成過程にある青少年 

・性的指向の側面で配慮の必要な同性愛者 

・言語的障壁や文化的障壁のある外国人 

・ＨＩＶは性的接触を介して感染することから、性風俗産業の従事者及び 

利用者 

に重点を置き、効果的な啓発活動の実施といった取組みを強化する。 

 なお、個別施策層の社会的背景やその実態に精通し、ＨＩＶ・エイズに関す

る支援に取り組んでいるＮＰＯ法人等に業務を委託することにより、個別施策

層への普及啓発を効果的に行う。 

 

※「個別施策層」とは感染の可能性が疫学的に懸念されながらも、感染に関

する正しい知識の入手が困難であったり、偏見や差別が存在している社会的

背景等から、適切な保健医療サービスを受けていないと考えられるために施

策の実施において特別な配慮を必要とする人々をいう。 

 

    ア 研修やイベントの実施 

イ パンフレット等の作成・配布 

ウ 相談体制の強化・拡充（メンタルケアを含む） 

エ 人材の育成及び活用 

オ 受検促進に向けたＰＲ（キャンペーン）の実施   など 

    

   ・平成 23年度事業着手 

   ・総事業費 43,569千円（うち基金負担 43,569千円） 

   ・内容：普及啓発事業（ＮＰＯ法人等へ委託等により実施） 

     

 

② エイズに対する関心向上キャンペーン 

     府域におけるエイズに対する予防意識や関心を高めるため、公共交通機関の

吊り広告等に「エイズ啓発ポスター」を掲げ、エイズに対する関心向上事業を
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集中的に展開する。 

なお、実施時期は毎年 6月（第 1週）の検査普及週間及び 12月 1日の世界

エイズデーにあわせて行う。 

 

   ・平成 23年度事業着手 

   ・総事業費 24,994千円（うち基金負担 24,994千円） 

・内容：普及啓発事業（ＮＰＯ法人等へ委託等により実施） 

 

 

【計画終了後に実施する事業】 

 

・なし 
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感染症対策≪３≫ 

～デインジャー層及びハイリスク層に対する結核健診～ 

 

【府域における結核についての現状】 

  ○ 結核新登録患者数は、平成 17年の 3,382人から平成 21年の 2,775人と毎

年、約５％の割合で減少し、り患率（人口 10 万対）も、平成 17 年 38.4 か

ら平成 21年の 31.5へと年々改善している。しかし、大阪府域のり患率は、

全国平均を大きく上回り、依然として結核事情は全国ワースト１である。（表

１）（表２） 

 

   （表１）都道府県別結核り患率（平成２１年） 

順位 47 46 45 44 43 
全国平均 

都道府県 大阪府 東京都 愛知県 和歌山県 長崎県 

罹患率 31.5 25.0 22.4 22.3 22.1 19.0 

 

   （表２）大阪府域のり患率、新登録結核患者 

 17年 18年 19年 20年 2１年 

全結核(人) 

り患率〈人 10万対〉

22.2 

38.4 

20.6 

36.1 

19.8 

33.7 

19.4 

32.8 

19.0 

31.5 

新登録結核 

患者数 

28,319 

3,382 

26,384 

3,180 

25,311 

2,969 

24,760 

2,885 

24,170 

2,775 

   （注１）  上段は全国の数値 

   （注２） 下段は大阪府の数値 

  

 

  ○ 全国及び東京都と比較して 40 歳代から 60 歳代の働き盛りを中心とした年齢

層での発生が目立つ。なお、70歳代、80歳代の高齢者に関しては全国的にも結

核患者が多い。（図１、表３） 
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   （図１）平成 20年の結核患者の年齢分布 

    

 

   （表３）暦年別年齢別結核既感染率の推定値（％）* 

年齢 

昭和 

２５年 

昭和 

３５年 

昭和 

４５年 

昭和 

５５年 

平成 

２年 

平成 

１２年 

平成 

２２年 

平成 

３２年 

10歳 24.5 11.8 4.3 1.6 0.9 0.5 0.3 0.2 

20歳 60.2 52.9 29.3 11.3 4.4 2.4 1.4 0.9 

30歳 80.9 77.5 64.5 31.1 13.7 6.0 3.4 2.1 

40歳 87.5 85.0 76.4 55.1 27.4 11.4 5.5 3.2 

50歳 91.6 90.0 84.3 70.2 50.6 25.5 11.0 5.3 

60歳 94.4 93.4 89.6 80.2 67.1 49.3 25.1 10.8 

70歳 96.3 95.6 93.1 86.8 78.2 66.3 49.0 24.9 

   *医師・看護師職のための結核病学（平成 19年改訂版、財団法人結核予防会）より 

 

 

【府域における結核対策の課題】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆大阪府は全国ワースト１の結核まん延地域であり、特にデインジャー層

（発病した場合に多くの人に感染させる恐れのある職業に従事する者）が

結核にり患する可能性が高くり患率増加に転じる恐れが高い。 

◆免疫低下により発病するケースが多い高齢者層（ハイリスク層）比率が増

加することが予想される。 

◆これら、デインジャー層、ハイリスク層に対する結核の早期発見、早期治

療の対策が十分でない。 
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  ○ 全国最悪の結核まん延地域であるうえ、社会活動を行っている働き盛りの年

齢層が比較的多いという特徴があり、デインジャー層（不特定多数の人が多く

出入りする職場に勤務する等、万が一発病した場合に多くの人に感染させる恐

れのある職業に従事する者）が結核にり患する可能性が高いため、り患率増加

に転じる恐れが高い地域である。 

 

  ○ また、免疫低下により発病するケースが多いハイリスク層（高齢者等）の

人口比率が全国平均並みに増加していくことによるり患率の増加も懸念さ

れる。 

 

○ 大阪府では、平成 13 年から府管内の公園、河川敷を中心に生活する野宿

生活者を対象に、エックス線車及び委託健診車による結核健診を実施し、結

核患者の早期発見に努めてきた。 

    今後、これらの層への積極的な結核対策の実施により、引き続きり患率を

減少させることが重要である。 

 

  

 

 

【府域における結核対策の目標】 

 

 

 

 

 

 

  ○ 結核患者が潜在するデインジャー層及びハイリスク層を対象に、結核健診を

充実させることにより、結核患者の早期発見、早期治療を図り、大阪府保健所

管内のり患率を、平成 25年までに、現在の 23.3（平成 21年）から、全国平均

の 19.0まで減少させることを目標とする。 

 

 

 

 

 

●デインジャー層、ハイリスク層を対象に結核健診を充実させることによ

り、患者の早期発見、早期治療を図り、大阪府保健所管内のり患率を 23.3

から全国平均の 19.0まで減少させる。 
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【具体的な施策】 

  『デインジャー層及びハイリスク層に対する結核健診委託事業』 

  ○ 対象事業者や検診方法などを定めた健診方針を策定し、この方針に従い保健

所が結核健診のハイリスクエリアの特定、対象事業所等の選定を実施し、結

核患者が潜在するデインジャー層及びハイリスク層を対象に、健診車による重

点的な結核健診を実施し、結核患者の早期発見を図り、適切に医療につなげる。 

    

  ○ また、デインジャー層及びハイリスク層が、結核健診の必要性を理解し納得

して自ら受診してもらえるよう、啓発用パンフレットや DVD を作成し対象事

業所等に広く配布するとともに、健診コーディネータによる健康教育を充実

強化する。 

 

  ○ 健診回数は、年 30回実施（平成 23年度は 15回）する。 

 

   ・平成 23年度事業着手 

   ・総事業費 37,437千円（うち基金負担 37,437千円） 

   ・内容：結核健診事業（委託により実施） 

 

【計画終了後に実施する事業】 

 

・なし 
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第５章 歯科医療対策 

～障がい者歯科医療提供体制の充実～ 

 

【府域における重度障がい者等に対する歯科医療体制の現状】 

 

  ○ 大阪府では、障がい者が、障がいの特性に応じて、「安心」「安全」な歯科医療

を、可能な限り身近な歯科診療施設で受けられる体制を一次から三次の三分類に

区分して整備している。 

現在、二次障がい者歯科医療機関２３ヶ所、三次障がい者歯科医療機関４ケ所

により、障がい者への歯科医療が提供されている。（表１） 

 

  一次障がい者歯科医療：地域の歯科診療所で提供される障がい者歯科医療。 

市町村単位に整備することとしている。 

  二次障がい者歯科医療：専門的設備と障がい者歯科診療経験豊富な歯科医師、歯科

衛生士により提供される障がい者歯科医療。 

二次医療圏単位に整備することとしている。 

  三次障がい者歯科医療：全身麻酔による歯科治療が可能な設備を有する歯科医療機

関で提供される障がい者歯科医療。 

三次医療圏単位に整備することとしている。 
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【府域における重度障がい者等に対する歯科医療体制の課題】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 (1) 三次障がい者歯科医療機能の充実 

  ○ 障がい者歯科医療機関受診者に占める高齢の障がい者の割合が増加傾向にあ

り（図１）、心疾患、脳血管障がいを有するなど歯科治療を行う上でリスクの高

い患者も増加していることから、入院・全身麻酔下での歯科診療等（三次障がい

者歯科医療）の体制の充実が求められている。 

 

 

  ○ 現在、大阪府域の三次障がい者歯科医療は、大阪大学歯学部附属病院、大阪歯

科大学附属病院、大阪府立急性期・総合医療センター障がい者歯科、堺市重度障

害者歯科診療所の４ケ所が担っている(表１)。 

 

  ○ しかし、このうち「堺市重度障害者歯科診療所」では、総診療件数の 47.9%が

◆人口構造の高齢化や疾病構造の変化とともに、今後増加が予想される重度

障がい者や、全身疾患を有し、医学的全身管理下での歯科医療が必要な患

者への対応体制が不十分。 

◆三次障がい者歯科機能を担う「堺市重度障害者歯科診療所」受診者の約半

数を二次障がい者歯科医療該当者が占め、同診療所が本来の三次障がい者

歯科機能を十分担うことができない恐れ。 

◆全身疾患を有しリスクの高い有病者の歯科診療に関し、医科・歯科の連携

体制が不十分。 
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二次障がい者歯科医療該当者が占め、本来の目的である三次障がい者歯科医療機

能を十分に果たせていない。 

    その原因は、同市及び隣接する泉州北部地域の二次障がい者歯科医療機能の不

足である。 

 

  ○ また、「堺市重度障害者歯科診療所」は重度障がい者の全身麻酔下での歯科治

療に取り組んでおり、三次障がい者歯科診療機能を維持するためには、平成 25

年度に全身麻酔器の更新が必要となっている。 

 

  ○ 堺市及び同市に隣接する泉州北部地域の二次障がい者歯科医療機能の不足が

「堺市重度障害者歯科診療所」の機能低下の原因となっていることから、同地域

内に二次障がい者歯科医療機関を設置する必要がある。 

 

 

 (2) 全身疾患を有しリスクの高い有病者等に対する歯科保健医療体制の構築 

  ○ 医学的全身管理下における歯科診療が必要な患者や、摂食嚥下障がい等を有す

る患者の増加が予想され、地域連携の中での歯科医療・顎口腔機能リハビリテー

ションを含めた口腔ケアの推進が今後の課題である。 

 

  ○ 心疾患患者、抗凝固剤服用者、抗がん剤服用による口内炎有病者、ビスフォス

フォネート製剤服用者等、リスクの高い有病者の歯科治療に当たっては、医科・

歯科・介護の多職種連携チームが連携して取り組むなど、連携を強化する必要が

ある。 

 

  ○ 日本歯科総合研究機構が

実施した「病院でのチーム医

療における歯科の係わりに

関する調査（平成 23 年１月

公表）」（図２）によると、歯

科標榜のない病院の医科・歯

科連携は２割にも満たない。

今後、さらに質の担保された

医科・歯科連携を推進するた

めの早急な対応が必要とさ

れている。 

 

17.4

67.4

82.6

32.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

歯科なし

歯科標榜

図２ 歯科標榜の有無別病院と地域歯科医師会

との連携の有無（n=2,671)
連携あり 連携なし

出典 病院でのチーム医療における歯科の係わりに関する調査」

日本歯科総合研究機構調査,2010年
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  ○ (社)大阪府歯科医師会では、府域全域を対象とし、夜間、深夜における、緊急

の歯痛、口腔疾患、外傷などの救急処置を行う「夜間緊急歯科診療」を実施して

いる。このなかで、医科病院を含む後送医療機関への紹介が必要な症例が年間約

300 件発生しているが、現在、当日中に紹介できる機関は 11 ヶ所と少なく、緊

急歯科診療確保の観点からも医科・歯科連携による後送医療機関の確保が求めら

れている。 

 

 

【府域における重度障がい者等に対する歯科医療体制の目標】 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 泉州北部地域に二次障がい者歯科診療所を１ヶ所開設することにより、既に堺

市内に１ケ所存在する二次障がい者歯科医療機関並びに地域の一次障がい者歯

科診療所との連携のもと、「堺市重度障害者歯科診療所」本来の三次障がい者歯

科診療機能の充実を図る。（図３） 

 

  ○ 泉州北部の障がい者を「北部泉州障がい者歯科診療所（仮称）」に誘導するこ

とにより、「堺市重度障害者歯科診療所」総診療件数のうち、二次障がい者歯科

医療該当者が占める割合を、現状値から半減させ、25％以下とする。（平成 25年

度末）（図３） 

 

  ○ 協議会を設置し、実態を調査し、調査結果に基づき連携のための課題とその解

決策を協議するとともに、医療・介護従事者を含む関係者間の相互理解を進め、

医科・歯科・介護連携体制の構築を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

●「堺市重度障害者歯科診療所」に関し、必要な機器更新整備を行うととも

に、泉州北部地域に二次障がい者歯科診療施設を整備することにより、本

来の三次障がい者歯科診療機能を十分発揮できる体制を確保する。 

●重度障がい者を含むハイリスク患者への歯科診療の充実に向け、医科・歯

科・介護の連携体制の構築を図る。 
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図３  北部泉州・堺障がい者歯科診療状況（計画前） 

 

 

 

北部泉州・堺障がい者歯科診療状況（計画後） 
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【具体的な施策】 

 府域における重度障がい者等に対する歯科保健医療体制の整備・強化 

 (1) 『障がい者歯科診療設備整備事業』 

    三次障がい者歯科医療を充実するため、三次障がい者歯科医療機関及びそれを

支える二次障がい者歯科医療機関の機器整備を補助する。 

 

   ・補助対象設備 

     堺市重度障害者歯科診療所：全身麻酔装置及び附属機器（２台） 

                           （補助先：堺市） 

     北部泉州障がい者歯科診療所（仮称）：障がい者歯科診療台（２台） 

                           （補助先：岸和田市） 

  ・平成 23年度着手 

    北部泉州障がい者歯科診療所（仮称）（二次障がい者歯科医療機関） 

  ・平成 25年度着手 

    堺市重度障害者歯科診療所（三次障がい者医療機関） 

 

   ・総事業費 25,000千円 

（うち基金負担 12,500千円、事業者負担 12,500千円） 

・補助率１/２ 

 

 (2)『医科・歯科・介護連携強化事業』 

    「医科・歯科・介護連携推進協議会（仮称）」を設置し、実態調査するともに、

調査結果に基づき連携のための課題とその解決策を検討し、「医科・歯科・介護

連携の手引き（仮称）」を作成する。また、手引きをもとに講演会等を開催する

ことにより、医科・歯科・介護連携体制の構築を目指す。 

 

   ・平成 24年度事業着手 

   ・総事業費 20,755千円（うち基金負担 20,755千円） 

（委託先：（社）大阪府歯科医師会） 

   ただし、手引きの作成・配布については大阪府直執行とする。 

 

【計画終了後に実施する事業】 

 

『医科・歯科・介護連携強化事業』（社）大阪府歯科医師会の自主事業により取り組む。 

（単年度事業予定額 2,000千円） 
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第６章 薬務対策 

～医療連携に係る服薬情報管理活用～ 

 

【医療提供体制の構築における薬務の役割】 

 

  ○ 医療資源が限られている中で、より良い医療が効果的かつ効率的に提供され

るためには、地域の医療機関とともに薬局が相互に連携を取って対応する体制

の構築が重要である。 

 

  ○ 中でも、病院・診療所・薬局間の患者情報、とりわけ服薬情報の共有化は重

要なツールである。 

 

【服薬情報管理活用の現状】 

 

  ○ 現在、服薬情報管理のために活用が進んでいるのは「お薬手帳」である。 

「お薬手帳」は、患者が服用している医薬品等の名称・用法・用量等を記録し

た手帳で、お薬情報やアレルギー情報等（以下「服薬情報等」という。）を医

療機関の医師、薬剤師にフィードバックする方法として活用されており、重複

投薬や相互作用等の未然防止に非常に有効である。 

 

  ○ 具体的には、「重複投薬による副作用の防止（18.0%）」「相互作用等のチェッ

ク（16.6%）」「記録として（29.3%）」「旅行時（5.6%）」「災害時（2.2%）」などで

お薬手帳が役立ったとの調査結果が出ている。（表１） 

 

  ○ 大阪府で、昨年１年間にお薬手帳により重複投与等を未然に防げた件数割合

は、約 90 万件で全体投薬件数の 4.1%あり、お薬手帳を持参された患者に対す

る割合は 10.5%である。（表２） 

 

  ○ しかしながら、お薬手帳の普及率（１年間に、お薬手帳にお薬情報を記載等

している割合）は 54.2%であり、また、お薬手帳を持参する患者（お薬手帳の

活用率）は 39.4%とさらに少ない。（表２） 
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   （表１）「お薬手帳」を持っていて、役立った経験はあるか 

                       （複数回答可：1,889人回答） 

事   例 回答数 割合 

1 記録として 553 29.3% 

2 同じ薬による副作用の防止 340 18.0% 

3 薬の重複や相互作用のチェック 314 16.6% 

4 医師や薬剤師等とのコミュニケーション 271 14.3% 

5 旅行に行くとき 105 5.6% 

6 災害時 42 2.2% 

7 その他 31 1.6% 

8 特になし 396 21.0% 

9 無回答 592 31.3% 

      【平成 20年度薬と健康の週間（日本薬剤師会）】 

    「正しく使おう、薬とその知識－かかりつけ薬剤師がお手伝い」市民講座アンケート

（受講者用）集計結果 

 

   （表２）お薬手帳の活用状況調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※１ 割合は、回答のあった処方せんによる調剤を行っている薬局（1,678件）の取
扱い処方せん枚数（21,993,073枚）を母数として算出。 

    ※２ お薬手帳を持ってこられた患者数（8,665,220人）を母数にした場合の割合。 

 

【平成 23年 1月大阪府調査結果】（薬局 1,735件より回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査内容 件数 割合※１ 

平成 22年１月～１２月に、お薬手帳にお薬

情報を記載等している割合 
11,918,797 54.2% 

平成 22年１月～１２月に、薬局にお薬手帳

を持ってこられた割合 
8,665,220 39.4% 

平成 22年１月～１２月に、お薬手帳により

重複投与等を未然に防げた割合 
907,924 

4.1% 

(10.5%)※２ 



 

55 
 

 

 

【服薬情報管理活用の課題】 

 

 

 

 

 

 

○ 高齢化の進展に伴い、種々の慢性疾患の既往がある患者が増加しており、重

複投薬や薬剤の相互作用の確認が必要な場合が増えている。しかし、医療機関、

薬局が、相互に速やかにかつ確実に服薬情報を共有できる仕組みが未整備であ

る。 

 

○ また、救急搬送や災害時においては、かかりつけでない、より高次の急性期

対応医療機関等が緊急に正確な服薬情報を得て、速やかに適切な医療を提供で

きるようにする必要がある。 

 

○ お薬手帳は服薬情報等を簡便に確認できるツールであるが、常時身に着けて

いるものではないため、十分活用されていない。 

 

 

 

【服薬情報管理活用の目標】 

 

 

 

 

 

 

  ○「お薬手帳」を普及させ、服薬情報の管理・共有・活用を推進するため、平成

25年度末までに、府内の全薬局（約 3,500件）で服薬情報等を提供できる体制

を整備し、現在 54.2%であるお薬手帳の普及率を 80%まで、お薬手帳等を薬局へ

持参する患者の割合を現在の 39.4%から 60%まで増加させる。 

 

 

◆地域における医療連携を強化するためには、患者情報（服薬情報）の共

有化が重要。 

◆しかしながら服薬情報等を医療機関で確認・共有できる体制の整備が不

十分。 

●携帯電話を活用することにより「お薬手帳」の普及率を 54.2％から 80％

まで高めるとともに、活用率を 39.4％から 60％まで高め、府域全域で

患者の服薬情報を確認・共有できる体制を整備し、医療連携機能の強化

を図る。 
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【具体的な施策】 

 近年、普及が著しく、常時携帯されることが習慣となっている携帯電話を活用した、

服薬情報管理システムを構築する。 

 

 『医療連携に係る服薬情報管理活用事業』 

  服薬情報等を携帯電話に取り込み、いつでも携帯電話から確認できるようにする

ため、以下の事業を行う。 

  ①患者の服薬情報等を携帯電話に登録するシステムの開発 

  ②府内の薬局（約 3,500 件）へ、ＩＣリーダライター（レセプトコンピューター

から情報を携帯電話へ転送する装置）の設置、及び新システムの導入 

  ③服薬情報電子化地域連携協議会の開催（薬剤師会・行政(府・政令市)・システ

ム会社） 

  ④府民等への普及啓発 

 

   ・平成 24年度事業着手 

   ・総事業費 176,561千円（うち基金負担 176,561千円） 

 

【計画終了後に実施する事業】 

 

・なし 
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第７章 医師の確保 

～医師不足問題の改善～ 

 

【府内の医師不足の現状】 

   ○ 府域全体では、人口あたりの医師数・病院従事医師数ともに全国平均を上回

っており、他の都道府県に比べ一定医師が確保されている状況である。しかし、

地域別、診療科別で見ると、医師が偏在しており、救急医療などの政策医療や

地域医療の提供に影響を与えている。 

 

   〔地域別偏在〕 

     地域（二次医療圏）によって医師数に偏在が生じており、また、増減傾向に

も差が生じているため、事態が深刻化している。 

     とりわけ、堺市・泉州医療圏においては、病院従事医師数が全国平均を下回

っているだけでなく、減少傾向にあり、安定的な医師確保が切実な課題となっ

ている。（表１） 

   〔診療科別偏在〕 

     診療科によって医師数の増減傾向に差が生じており、府民に対して安心・安

全の医療を提供する体制の維持に大きな影響を及ぼしている。 

     とりわけ、救急医療・周産期医療の領域をはじめとする医師不足への対策は

喫緊の課題となっている。（図１） 

 

   （表１）『二次医療圏別医師数の状況』（平成 20年） 

圏域名 総医師数
人口10万
人対

Ｈ14年比
(実数）

病院従事
医師数

人口10万
人対

Ｈ14年比
(実数）

大阪府 22,650 256.9 8.3% 13,519 153.4 8.5%

豊能 3,349 331.4 5.9% 2,260 223.6 8.8%

三島 1,727 233.4 8.1% 1,072 144.9 4.7%

北河内 2,488 210.6 13.9% 1,415 119.8 13.7%

中河内 1,437 168.2 4.5% 737 86.3 5.6%

南河内 1,650 257.6 11.6% 1,135 177.2 10.1%

堺市 1,580 188.9 6.5% 891 107.2 △3.9%

泉州 1,717 186.9 4.1% 1,057 115.1 △2.4%

大阪市 8,702 327.9 9.0% 4,952 187.9 13.3%

全国平均 286,699 224.5 9.1% 174,266 136.5 9.5%  

                （厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」より） 
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 平成8年度を100とした場合の医療施設従事医師数の変化

80

90

100

110

120

H８ H１４ H１８年度

外科

産婦人・産科

内科

耳鼻咽喉科

脳神経外科

小児科

従事医師数

整形外科
皮膚科
眼科

  （図１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（厚生労働省「医療施設調査」より） 

 

・医療施設従事医師総数は増加している一方、特定の診療科（内科・外科・小児科・産婦人科）にお

いて医師数が横ばいもしくは減少している。 

・病院における標榜数の推移を見ると、小児科・産婦人科において減少傾向が強い。 

・救命救急センターの中には、医療機関で定数と定めた医師数を確保できていないところもある。 

 

（図２）『現員医師数に対する倍率（必要求人医師数（※））/診療科別』（府全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（厚生労働省「病院等における必要医師数実態調査（平成 22年）」より） 

 

（※）必要求人医師数…各医療機関が必要と考える医師数（必要医師数）のうち、調査時点におい

て求人している医師数。 

府内平均値 1.08 

全国平均値 1.11 

脳神経外科 
 
 
皮膚科、眼科 
 
 
病院数、内科 
整形外科 
耳鼻咽喉科 
外科 
 
 
産婦人･産科 
 

小児科 

平成 12年度を 100とした場合の病院における標榜診療科数の変化 
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  ○ なお、平成 22 年度に実施された「病院等における必要医師数実態調査」にお

いて、医師の不足感を表す必要求人医師数の倍率が本府は全国 43 番目という結

果であったが、医療機関が求人している医師数は全国最高の 982人となっている。 

   （図２） 

 

【医師確保策の充実に向けた課題】 

 

 

 

 

 

 

  ○ 大阪府では、地域別・診療科別の医師偏在が生じている現状を踏まえ、その対策

として、新規人材の確保の観点や人材のつなぎとめの観点からの取り組みを実施し

てきたところである。 

   〔新規人材の確保〕 

     救急医療・周産期医療や病院勤務医の偏在が課題となっている地域の公立病院

など、医師確保が困難な領域・地域においての病院勤務医確保を目的とした奨学

金貸与制度を実施 

   〔人材のつなぎとめ〕 

     救急医療や産科・新生児科における病院勤務医の処遇を改善するための手当導

入等に対して支援を実施 

 

  ○ これらの取り組みは一定有効であるが、対象人数など効果が限定的であるため、

相乗効果を生み出す更なる取り組みが必要である。 

 

  ○ さらに、これまでは喫緊の課題として救急医療・周産期医療などに重点化した取

り組みを実施してきたが、内科や外科など相対的に母数の多い診療科においても医

師は充足している状況にないため、今後はこれらの診療科の医師確保に向けた幅広

い対策も重要となる。 

 

 

 

 

 

◆救急医療・周産期医療をはじめとした府域全体での医療提供体制の充実を

図るためには、体制を支える医師の安定的な確保が不可欠。 

◆新規人材の確保や人材のつなぎ止めというこれまでの取り組みに加え、こ

れと相乗効果を生み出す更なる取り組みが求められる。 
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【府内の医師不足問題の改善に向けた取り組みの目標】 

 

 

 

 

 

 

  ○ 府域全体で医療提供体制を支える医師を確保するため、地域医療支援センター運

営事業を実施する。 

 

  ○ 具体的には、新たにセンターを設置し、府内で医学部を設置している５つの大学

や地域の中核的な役割を担っている病院との協力のもと、地域医療に従事する医師

のキャリア形成を支援しながら、バランスのとれた医師配置の促進をめざし、府内

の医師不足問題の改善に取り組んでいく。 

 

  ○ 事業を進めるにあたっては、府内の病院の医療提供機能や医師の配置状況等の情

報を十分に収集・分析したうえで、５つの大学や多くの病院が集積し、高度で魅力

的な医療・研修機能を有している本府の強みを活かした、地域の中核病院間の人材

育成ネットワークを構築していく。 

 

   〔センターのおもな役割〕 

    ・バランスのとれた医師配置の推進…地域の病院での勤務を通じて医師のキャリ

アアップを支援する中で、偏在の生じてい

る地域・診療科に医師を誘導 

    ・研修環境の整備支援…医師を受け入れる病院の指導体制を整え、若手の医師が

意欲を持って着任できるような環境づくりを支援 

    ・情報発信やコーディネート…医師や学生に対する府内の魅力ある研修環境やキ

ャリア形成に関する様々な情報を発信 

 

 

【具体的な施策】 

 『地域医療支援センター運営事業』 

  ○ センターが個々の医師の意向も踏まえながら、適切な時期に適切な研修・指導を

受け、さらに効率的にキャリアアップが図れるように、情報提供と調整を行う。 

こうした動きの中で地域におけるバランスのとれた医師配置を実現していく。 

●地域医療に従事する医師のキャリア形成を支援しながらバランスのとれ

た医師配置を促進する。 

●本事業の取り組みにより、本計画で取り組む救急医療・周産期医療をはじ

めとした各分野の医療提供体制の充実を図る。 
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   ・平成 23年度事業着手 

   ・総事業費 160,316千円 

（うち基金負担 80,158千円、都道府県負担 80,158千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計画終了後に実施する事業】 

 

『地域医療支援センター運営事業』 

  （単年度事業予定額 72,811千円） 
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○地域医療再生計画策定経過 

 

平成 23年 1月 6日 

 

 

平成 23年 1月 6日 

 

 

 

 

平成 23年 2月 3日 

 

 

 

 

平成 23年 3月 31日 

 

 

平成 23年 4月 15日 

 

平成 23年 6月 10日 

 

 

平成 23年 6月 16日 

 

平成 23年 10月 14日 

 

平成 23年 11月 4日 

 

 

医療対策協議会開催 （平成 22年国補正予算「地域医療再生臨

時特例交付金の拡充」の概要及び今後の進め方等について） 

 

医療機関、医育機関、医師会等関係団体、市町村の関係者等あて

文書通知（厚生労働省 12月 24日付け通知（案）および意見聴取） 

および府ホームページへの掲載 

（意見の締め切り 1月 20日（FAX、メールで意見募集）） 

 

医療機関、医育機関、医師会等関係団体、市町村の関係者等あて

文書通知（厚生労働省 1月 28日付け通知および意見聴取）  

および府ホームページへの掲載 

（意見の締め切り 2月 15日（FAX、メールで意見募集）） 

 

医療対策協議会開催（地域医療再生計画（三次医療圏）について）

計画骨子案の協議（決定） 

 

「医療機関等からいただいた主な意見」府ホームページ掲載 

 

医療対策協議会開催（書面開催） 

計画案の協議（決定） 

 

計画案の提出 

 

内示額の通知 

 

計画の提出 
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『精神科救急・身体救急連携強化ネットワーク事業』 5,384 2,692 9頁

『中核的二次救急医療機関応需能力強化支援事業』 980,222 490,111 9頁

 『救急搬送患者の早期転退院支援事業』 72,521 72,521 10頁

『府内小児科救急告示医療機関が行う医療機器整備事業』 118,508 59,254 11頁

『外傷診療機能強化事業』 35,000 35,000 11頁

『救急医療情報システム充実事業』 127,359 127,359 11頁

災害時医療体制充実強化事業 253,037 253,037 12頁

『救急医療の利用のあり方啓発事業』 15,368 15,368 12頁

『周産期医療緊急医療体制活動強化事業』 327,348 163,674 20頁

『地域の中核病院による産婦人科救急搬送体制確保事業』 74,352 37,176 20頁

『母体救命機能強化事業』 58,526 29,263 21頁

『周産期医療従事者体制強化事業』 2,450 2,450 21頁

『地域における小児在宅医療支援ネットワーク構築事業』 9,797 9,797 25頁

『訪問看護ステーションにおける小児看護推進事業』 10,250 10,250 25頁

『高度専門病院における小児在宅移行支援体制整備事業』 145,428 145,428 25頁

『高度専門病院における療養環境整備事業』 350,000 350,000 26頁

『乳がん検診基盤整備事業』 417,106 208,553 30頁

『地域医療連携強化事業』 491,270 245,635 30頁

『府立の病院における感染症病床の新設事業』 60,996 53,555 36頁

『感染症指定医療機関における感染症病床機能充実事業』 58,958 38,979 36頁

感染症発生動向調査解析システム再構築事業 2,069 2,069 37頁

『HIV・エイズの正しい知識の普及啓発及びまん延防止対策事業』 68,563 68,563 41頁

『デインジャー層及びハイリスク層に対する結核健診委託事業』 37,437 37,437 46頁

『障がい者歯科診療設備整備事業』 25,000 12,500 52頁

『医科・歯科・介護連携強化事業』 20,755 20,755 52頁

薬務対
策

『医療連携に係る服薬情報管理活用事業』 176,561 176,561 56頁

医師の
確保

『地域医療支援センター運営事業』 160,316 80,158 60頁

合計 4,104,581 2,748,145

事業一覧                                   （単位：千円）

周産期
医療

がん対
策

歯科医
療対策

感染症
対策

掲載項 目 事 業 項 目 総事業費 うち基金負担

救急医
療
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事業担当課一覧 

 

項 目 事業担当課 

【総論】 医療対策課  

地域医療推進グループ  

 

（内線 2539） 

【第１章】救急医療 医療対策課  

救急・災害医療グループ 

 

（内線 4531） 

【第２章】周産期医療 

≪１≫周産期医療体制の整備 

医療対策課  

救急・災害医療グループ 

 

（内線 4531） 

≪２≫ＮＩＣＵ等長期入院児の在宅医療

を支える地域医療体制の整備 

健康づくり課  

母子グループ 

 

（内線 2591） 

【第３章】がん対策 健康づくり課  

がん対策グループ 

 

（内線 2529） 

【第４章】感染症対策 地域保健感染症課  

感染症グループ 

 

（内線 2594） 

【第５章】歯科医療対策 健康づくり課  

生活習慣病・歯科・栄養グループ 

 

（内線 2548） 

【第６章】薬務対策 薬務課  

医薬品流通グループ 

 

（内線 2552） 

【第７章】医師の確保 医療対策課  

地域医療推進グループ 

 

（内線 2539） 

計画総括 医療対策課  

地域医療推進グループ 

 

（内線 2539） 

 

 


